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一　

課
題
と
対
象

日
本
電
力
業
は
、「
電
力
戦
」
と
称
さ
れ
た
熾
烈
な
企
業
間
競
争
と
そ
れ
に
と
も
な

う
収
益
性
の
低
下
に
対
応
す
べ
く
、
一
九
三
二
年
四
月
一
九
日
に
電
力
連
盟
を
結
成

し
て
市
場
の
安
定
化
を
図
っ
た
。
電
力
連
盟
は
、
個
別
企
業
の
間
で
生
じ
た
紛
争
の

裁
定
を
行
い
、「
電
力
戦
」
の
終
息
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、「
豊
富
で
低
廉
な
電
力

供
給
」
を
実
現
す
る
た
め
、
電
源
開
発
や
発
電
コ
ス
ト
の
低
減
に
取
り
組
む
な
ど
、

積
極
的
な
事
業
活
動
を
展
開
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
自
主
的
な
統
制
は
一

九
三
八
年
三
月
に
電
力
管
理
法
案
、
日
本
発
送
電
株
式
会
社
法
案
、
電
力
管
理
に
伴

う
社
債
処
理
に
関
す
る
法
案
及
び
電
気
事
業
法
中
改
正
法
律
案
の
四
法
案
が
可
決
・

成
立
し
、
翌
三
九
年
四
月
の
日
本
発
送
電
（
日
発
）
の
設
立
と
電
気
庁
の
設
置
に
よ

り
終
止
符
を
打
つ
。
電
力
国
家
管
理
の
時
代
の
幕
開
け
で
あ
る
。

本
稿
は
、
一
九
四
一
年
一
二
月
一
日
に
実
施
さ
れ
た
日
本
発
送
電
に
よ
る
東
北
振

興
電
力
株
式
会
社
（
振
電
）
の
合
併
を
題
材
に
、
国
家
と
地
域
の
利
害
対
立
・
調
整

に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
戦
時
期
に
お
け
る
企
業
合
併
の
特
質
を
描
き
出
す
こ
と
を

（
1
）

課
題
と
す
る
。
こ
の
合
併
は
、
改
正
国
家
総
動
員
法
に
基
づ
く
合
併
命
令
と
い
う
形

で
強
制
的
に
実
施
さ
れ
た
点
と
、
合
併
に
反
対
す
る
際
に
振
電
の
用
い
た
論
理
が
金

銭
的
な
利
害
に
基
づ
い
て
い
な
か
っ
た
点
に
特
徴
を
持
つ
。
そ
れ
ゆ
え
上
記
の
課
題

を
解
く
に
あ
た
っ
て
貴
重
な
材
料
を
提
供
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

電
力
国
家
管
理
に
関
し
て
は
、
数
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
事
実
経
過
や

利
害
対
立
の
構
図
な
ど
は
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
日
発
体
制
の
成

立
後
の
実
態
に
も
検
討
が
加
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
電
力
国
家
管
理
を
め
ぐ
り
経
済
合

理
性
と
経
済
外
的
要
因
と
い
う
二
つ
の
論
理
が
提
起
さ
れ
て
論
争
も
繰
り
広
げ
ら
れ

た
。
し
か
し
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
日
発
と
振
電
の
合
併
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
じ

ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
僅
か
に
『
日
本
発
送
電
社
史
』
が
、
東
北
振
興
と
い
う
使
命

の
日
発
へ
の
継
承
や
同
社
東
北
支
店
へ
の
広
範
囲
の
権
限
付
与
に
紙
幅
を
割
い
た
く

ら
い
で
あ
り
、
統
合
過
程
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。

他
方
、
振
電
に
関
し
て
は
、
東
北
振
興
政
策
と
の
関
連
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
岡

田
知
弘
は
、
同
社
の
設
立
構
想
と
そ
れ
を
通
じ
た
地
域
開
発
戦
略
、
企
業
形
態
や
政

府
の
関
与
、
事
業
計
画
と
設
備
投
資
な
ど
幅
広
く
検
討
を
加
え
た
。
た
だ
し
、
日
発

（
２
）

（
３
）

（
４
）

【
論
説
】
電
力
国
家
管
理
と
地
域
利
害

加

藤

健

太

―
日
本
発
送
電
と
東
北
振
興
電
力
の
統
合
過
程
―
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と
の
合
併
に
つ
い
て
は
、「
東
北
振
興
事
業
に
と
っ
て
も
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
と

予
想
さ
れ
た
。
当
然
、
東
北
関
係
者
か
ら
は
強
い
反
発
が
出
た
」
と
述
べ
る
に
止
ま
っ

た
。
岩
本
由
輝
は
、
振
電
の
川
越
丈
雄
社
長
が
、
東
北
地
方
の
特
殊
事
情
を
考
慮
す
る

必
要
性
を
強
く
訴
え
る
と
同
時
に
、
配
電
部
門
の
統
合
に
よ
る
発
送
配
電
一
貫
経
営

の
実
現
を
主
張
し
て
合
併
に
反
対
し
た
こ
と
に
は
触
れ
た
も
の
の
、
東
北
開
発
の
通

史
と
い
う
書
物
の
性
格
も
あ
っ
て
か
立
ち
入
っ
た
分
析
は
し
て
い
な
い
。
振
電
の
社
史

は
、
設
立
に
至
る
経
緯
、
発
電
所
や
送
電
線
の
建
設
、
電
気
料
金
の
設
定
、
営
業
活

動
、
職
制
、
そ
し
て
資
金
調
達
ま
で
幅
広
く
、
か
つ
詳
細
に
記
載
し
て
い
る
。
だ
が
、

日
発
に
よ
る
合
併
に
関
し
て
は
「
寧
ろ
発
展
的
解
消
と
云
ふ
べ
し
」
と
無
念
さ
を
滲

ま
せ
る
六
行
の
文
章
が
「
序
」
に
し
た
た
め
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

以
上
の
研
究
史
を
踏
ま
え
、
こ
の
論
文
で
は
第
一
に
、
振
電
と
内
閣
東
北
局
（
東

北
局
）
に
よ
る
合
併
反
対
論
の
検
討
を
通
し
て
、
電
力
国
家
管
理
を
め
ぐ
る
地
域
利

害
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
。
た
だ
し
、
紙
幅
の
都
合
上
、
東
北
局
の
主
張
は
深
く

掘
り
下
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
く
。
第
二
に
、
支
店
の
業
務
・
権
限
な

ど
の
調
整
過
程
で
、
尊
重
さ
れ
た
利
害
と
制
限
さ
れ
た
利
害
を
明
確
に
区
分
し
つ
つ

導
き
出
さ
れ
た
解
を
検
証
す
る
。
こ
う
し
た
作
業
を
通
し
て
、
統
制
を
強
化
す
る
国

家
と
自
立
性
を
要
求
す
る
地
域
の
利
害
対
立
と
そ
の
調
整
と
い
う
視
点
か
ら
、
戦
時

期
に
お
け
る
企
業
合
併
の
時
代
的
特
質
に
接
近
す
る
こ
と
が
中
心
的
な
課
題
と
な
る
。

主
な
史
料
と
し
て
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
『
日
本
発
送
電
株
式
会
社
東
北
振

興
電
力
株
式
会
社
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』
を
用
い
る
。
こ
の
簿
冊
は
現
在
、
国

立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
閲
覧
可
能
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

に
よ
れ
ば
コ
マ
数
は
五
七
六
コ
マ
に
及
ぶ
。
作
成
主
体
の
不
明
確
な
史
料
に
つ
い
て

は
、【
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
】
の
用
紙
を
使
っ
て
い
る
場
合
、
作
成
者
を
振
電
と

推
定
し
、
タ
イ
ト
ル
の
後
に
〈
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
〉
と
、
同
様
に
【
内
閣
】

（
５
）

（
６
）

（
７
）

の
用
紙
が
使
用
さ
れ
た
史
料
は
、
内
閣
東
北
局
を
作
成
者
と
推
定
し
〈
内
閣
東
北
局
〉

と
そ
れ
ぞ
れ
明
記
し
た
。
た
だ
し
、【
内
閣
】
の
場
合
、
他
の
主
体
で
あ
る
可
能
性
を

否
定
で
き
な
い
点
は
注
意
を
要
す
る
。

二　

東
北
振
興
電
力
の
設
立
と
電
力
国
家
管
理
の
成
立

本
節
で
は
ま
ず
、
東
北
振
興
電
力
の
設
立
過
程
で
明
確
に
さ
れ
た
狙
い
と
同
社
の

特
徴
を
確
認
し
、
そ
の
う
え
で
、
時
を
若
干
進
め
て
第
一
次
電
力
国
家
管
理
の
成
立

＝
日
本
発
送
電
の
創
設
に
あ
た
っ
て
、
振
電
の
経
験
が
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
た
か

を
検
討
す
る
。

（
一
）
東
北
振
興
電
力
の
設
立
過
程

東
北
振
興
電
力
の
設
立
目
的
は
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
が
、
本
項
で
は
、
内
閣
東
北
振
興
事
務
局
長
「
東
北
興
業
株
式
会
社
・
東
北

振
興
電
力
株
式
会
社
法
案
提
案
理
由
」
を
用
い
て
、
そ
の
点
を
改
め
て
確
認
し
て
お

き
た
い
。

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
東
北
地
方
の
産
業
振
興
の
「
基
礎
的
要
件
」
は
低
廉
豊
富

な
電
力
供
給
に
あ
り
、
か
つ
同
地
方
は
「
包
蔵
水
力
ノ
極
メ
テ
大
ナ
ル
」
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
電
気
事
業
者
の
規
模
は
小
さ
く
、
建
設
費
は
高
く
、
設
備
は
「
局
部
的
ニ

止
ル
状
態
」
と
現
状
の
問
題
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
局
部
的
」
は
、「
事

業
相
互
間
ニ
於
ケ
ル
送
電
連
絡
不
十
分
ナ
ル
」
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
た
め
「
施
設

経
営
上
ノ
弾
力
性
ニ
乏
シ
ク
、
各
種
ノ
需
用
ヲ
綜
合
シ
」
て
大
規
模
な
水
力
発
電
の

開
発
を
行
う
と
い
っ
た
「
発
送
電
施
設
ノ
経
済
化
ヲ
企
図
ス
ル
コ
ト
困
難
ナ
ル
実
情
」

に
あ
る
と
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
特
殊
ノ
電
力
会
社
」
を
創
設
し
、
そ
れ
を
主
体

（
８
）

（
９
）

（
10
）
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に
有
利
な
水
力
開
発
を
進
め
て
低
廉
豊
富
な
電
力
供
給
を
実
現
す
る
こ
と
は
「
東
北

地
方
振
興
上
又
最
モ
緊
要
」
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
と
、
振
電
は
、
出
力
合
計
一
五
万
ｋ
Ｗ
の
水
力
発
電
所

の
建
設
に
よ
る
低
廉
な
電
力
供
給
を
目
的
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
補
給
用
火
力
発
電

所
を
建
設
で
き
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
東
北
地
方
の
電
気
需
要
に
対

応
す
る
た
め
の
発
電
用
水
利
権
は
、「
将
来
原
則
ト
シ
テ
」
振
電
に
許
可
す
る
方
針
と

し
た
。
他
方
、
政
府
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
振
電
の
配
当
金
が
第
三
営
業
年
度
ま
で

は
年
四
分
、
第
四
営
業
年
度
以
降
は
年
六
分
に
達
し
な
い
場
合
、
創
立
初
期
か
ら
一

〇
年
間
を
限
度
と
し
て
、
こ
れ
に
応
ず
る
金
額
を
補
給
す
る
と
し
た
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
振
電
が
自
ら
「
東
北
地
方
電
源
開
発
及
送
電
部
門
ヲ

担
任
ス
ル
モ
ノ
」
と
述
べ
た
よ
う
に
発
送
電
事
業
に
特
化
し
た
企
業
で
あ
り
、
そ
の
点

で
日
本
発
送
電
と
共
通
点
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、（
ａ
）
こ
う
し
た
特
徴
を
有

す
る
振
電
と
他
の
電
気
事
業
者
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、（
ｂ
）
振
電
が
、

設
立
目
的
に
掲
げ
た
低
廉
な
電
力
を
供
給
で
き
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
内

閣
東
北
振
興
事
務
局
「
特
殊
会
社
法
案
ニ
関
ス
ル
予
想
質
疑
応
答
集
」
を
用
い
て
こ

れ
ら
の
点
に
接
近
し
て
み
よ
う
。

（
ａ
） 

に
つ
い
て
は
ま
ず
、
振
電
が
福
島
県
阿
武
隈
川
と
秋
田
県
田
沢
湖
ほ
か
青
森
、

岩
手
お
よ
び
山
形
の
各
県
で
合
計
一
四
地
点
の
水
力
を
開
発
す
る
と
同
時
に
、
東
北

一
帯
を
繋
ぐ
送
電
幹
線
に
よ
り
水
力
発
電
所
を
連
系
し
て
、
東
北
地
方
の
需
用
に
応

え
る
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
そ
し
て
、
振
電
は
、
東
北
興
業
の
計
画

す
る
肥
料
製
造
（
電
気
化
学
）
用
と
一
般
需
用
双
方
を
想
定
し
て
い
た
も
の
の
、
実

際
は
既
設
電
気
事
業
者
へ
の
電
力
供
給
を
介
し
て
一
般
需
用
者
に
配
電
す
る
こ
と
を

原
則
と
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
既
設
事
業
者
を
介
し
た
供
給
が
「
設
備
ノ
関
係
上
不

経
済
」
に
な
る
場
合
に
限
っ
て
直
接
需
用
者
に
供
給
す
る
と
し
た
。
既
存
の
電
気
事

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

業
者
と
の
競
合
を
避
け
る
こ
と
を
狙
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
ｂ
） 

の
低
廉
な
料
金
に
関
し
て
は
、
①
大
規
模
か
つ
「
有
利
ナ
ル
地
点
」
を
開
発

す
る
点
、
②
東
北
全
体
の
需
要
予
測
に
基
づ
い
て
開
発
を
行
い
、
合
理
的
な
電
力
消

化
を
図
る
と
と
も
に
、
特
殊
電
力
の
消
化
に
も
努
め
る
点
、
③
「
政
府
ノ
特
別
ノ
保

護
監
督
」
に
よ
り
、
資
金
調
達
面
で
有
利
に
な
る
こ
と
に
加
え
て
、
政
府
の
配
当
補

給
に
よ
り
資
産
の
膨
張
を
回
避
し
て
資
金
調
達
コ
ス
ト
を
抑
制
で
き
る
点
、
④
大
規

模
経
営
（
規
模
の
経
済
）
を
通
じ
て
各
種
コ
ス
ト
を
削
減
で
き
る
点
、
⑤
「
政
府
ノ

特
別
ナ
ル
監
督
ノ
下
」
で
経
営
合
理
化
を
進
め
ら
れ
る
点
を
あ
げ
た
。
こ
こ
で
は
、

次
項
の
議
論
と
の
関
連
で
、
③
の
資
金
調
達
面
の
メ
リ
ッ
ト
を
強
調
し
た
こ
と
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
振
電
は
、
東
北
地
方
の
既
存
の
電
気
事
業
者
と
協
調
し
つ
つ
、

低
廉
な
電
力
供
給
を
通
じ
て
東
北
振
興
の
一
翼
を
担
う
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
。
そ
し

て
一
九
三
六
年
一
〇
月
七
月
、
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
法
と
い
う
特
別
法
に
基
づ

き
、「
東
北
地
方
ノ
振
興
ヲ
図
ル
為
同
地
方
ニ
於
ケ
ル
電
気
事
業
ヲ
営
ム
」
こ
と
を
目

的
（
第
一
条
）
に
、
資
本
金
三
〇
〇
〇
万
円
（
六
〇
万
株
）
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
時
期
は
下
る
が
、
合
併
直
前
の
一
九
四
一
年
六
月
一
日
時
点
の
株
主
構

成
は
、
東
北
地
方
六
県
の
県
市
町
村
、
産
業
組
合
お
よ
び
そ
の
他
の
団
体
、
東
北
興

業
、
一
般
公
募
で
あ
っ
た
か
ら
、
株
主
と
地
域
の
利
害
は
、
東
北
振
興
と
い
う
点
で
か

な
り
の
程
度
重
な
り
合
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
国
策
会
社
と
い
う
性
格

上
、
政
府
は
、
振
電
に
対
し
て
一
定
の
保
護
（
配
当
保
証
な
ど
）
を
与
え
る
代
わ
り

に
、
定
款
の
変
更
、
合
併
、
解
散
の
決
議
、
増
資
、
社
債
募
集
、
利
益
金
処
分
に
関

す
る
認
可
権
、
役
員
（
社
長
、
副
社
長
、
理
事
）
の
任
命
権
な
ど
幅
広
い
業
務
の
監

督
と
「
必
要
な
命
令
を
な
し
う
る
」
権
限
を
有
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
少
な
く
と
も
合

併
を
容
易
に
強
制
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
後
述
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

（
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（
二
）
第
一
次
電
力
国
家
管
理
と
東
北
振
興
電
力

東
北
振
興
電
力
と
日
本
発
送
電
は
、
特
殊
会
社
と
い
う
企
業
形
態
、
政
府
の
強
い

関
与
、
そ
し
て
発
送
配
電
の
分
離
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
な
ど
共
通
す
る
部
分
が

多
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
振
電
を
日
発
の
モ
デ
ル
と
見
做
す
こ
と
も
可
能
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
、『
電
力
国
家
管
理
の
顛
末
』
を
手
掛
か
り
に
、
日
発
の
設
立
過
程
で

振
電
の
経
験
が
ど
の
よ
う
に
活
か
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

管
見
の
限
り
、
振
電
が
議
論
の
俎
上
に
の
ぼ
っ
た
の
は
、
一
九
三
七
年
一
一
月
四
日

の
臨
時
電
力
調
査
会
第
三
回
小
委
員
会
と
三
八
年
六
月
四
日
の
電
力
審
議
会
第
一
回

会
議
の
二
回
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
臨
時
電
力
調
査
会
第
三
回
小
委
員
会
に
お
い
て
、
電
力
業
経
営
者
が
、
振

電
を
取
り
上
げ
て
東
北
振
興
に
対
す
る
貢
献
を
疑
問
視
し
た
の
に
対
し
、
大
和
田
悌

二
逓
信
省
電
気
局
長
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。
す
な
わ
ち
、
振
電
は
発
電
所
を
建

設
中
で
あ
る
か
ら
、
現
時
点
で
そ
の
成
績
の
良
否
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少

な
く
と
も
、
振
電
の
卸
売
料
金
は
、
東
京
の
大
手
電
力
企
業
の
そ
れ
よ
り
も
「
遥
か

に
安
く
供
給
」
で
き
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
、
と
。

電
気
局
長
は
、
続
け
て
「
小
林
（
一
三
＝
引
用
者
）
さ
ん
が
東
北
振
興
電
力
を
非

常
に
非
難
さ
れ
て
居
ら
れ
た
が
、
―
中
略
―
こ
れ
を
御
批
評
な
さ
る
以
上
は
、

小
林
さ
ん
の
東
京
電
灯
は
東
北
振
興
並
に
下
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
と
私
は
愉
快

に
思
つ
て
居
り
ま
す
。」
と
皮
肉
っ
た
う
え
で
、「
国
策
会
社
の
成
績
が
悪
い
だ
ら
う

と
い
ふ
や
う
な
全
く
研
究
不
足
に
し
て
未
だ
仕
事
の
完
成
し
て
居
ら
な
い
も
の
を
取

つ
て
批
評
さ
れ
る
こ
と
は
ど
う
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
憤
り
を
露
わ
に
し
た
。

次
に
、
電
力
審
議
会
第
一
回
会
合
で
は
、
日
発
に
出
資
す
る
電
気
事
業
者
の
範
囲

と
の
関
連
で
振
電
の
名
が
出
て
く
る
。
具
体
的
に
は
、
日
発
へ
の
出
資
に
適
さ
な
い

設
備
と
し
て
、
東
北
地
方
の
電
力
設
備
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
藤
井
崇
治
電
力
管
理

（
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）

準
備
局
次
長
は
、
同
地
方
を
出
資
設
備
か
ら
外
す
理
由
と
し
て
、
振
電
の
設
立
に
よ

り
「
既
に
電
力
統
制
上
特
殊
の
考
慮
が
払
は
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
或
る
程

度
管
理
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
居
る
」
点
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
振
電
と
日
発
は
い
く
つ
も
の
共
通
点
を
持
っ
て
い
た
が
、
前
者
が

後
者
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
明
確
な
証
拠
は
見
出
せ
な
い
。
た
だ
、
①
「
設
備
会
社
」

の
低
廉
な
電
力
供
給
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
と
、
②
振
電
が
電
力
統
制
面
で
有
用
な
存

在
と
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
②
は
、
振
電
と

日
発
の
統
合
過
程
で
一
八
〇
度
の
転
換
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

三　

地
域
利
害
と
そ
の
論
理

（
一
）
前
史
―
電
力
統
制
と
東
北
地
方

政
府
は
一
九
四
〇
年
九
月
二
七
日
、
電
力
国
家
管
理
の
徹
底
を
狙
っ
て
、「
電
力
国

策
要
綱
」
を
閣
議
決
定
し
た
。
そ
の
主
な
内
容
は
、
①
発
送
電
管
理
の
強
化
と
②
配

電
管
理
の
実
施
で
あ
る
。
そ
し
て
、
①
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に
、
既
存
の
水
力
発

電
所
を
は
じ
め
主
要
な
設
備
を
日
本
発
送
電
に
帰
属
さ
せ
、
か
つ
新
規
水
力
資
源
の

徹
底
的
・
合
理
的
な
開
発
方
策
を
講
じ
る
こ
と
と
し
た
。
他
方
、
②
に
つ
い
て
は
、

全
国
を
い
く
つ
か
の
地
域
に
分
割
し
た
う
え
で
、
各
地
区
内
の
配
電
事
業
を
す
べ
て

統
合
し
、
特
殊
配
電
会
社
を
設
立
す
る
と
と
も
に
、
発
送
電
事
業
と
配
電
事
業
の
密

接
な
連
系
を
図
る
こ
と
を
定
め
た
。
東
北
地
方
は
、
一
九
三
九
年
四
月
一
日
の
第
一
次

強
制
出
資
こ
そ
逃
れ
た
も
の
の
、「
電
力
国
策
要
綱
が
出
さ
れ
た
時
点
で
、
い
ず
れ
東

北
振
興
電
力
（
株
）
を
日
発
（
株
）
に
合
併
さ
せ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
」
と
さ

れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
振
電
が
積
極
的
に
電
源
開
発
を
進
め
て
い
た
こ
と
に
加

え
、
東
北
（
と
く
に
南
部
）
は
水
力
資
源
の
面
で
有
望
な
地
域
で
あ
っ
た
か
ら
、
発

（
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）
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送
電
事
業
の
一
元
化
に
欠
か
せ
な
い
存
在
と
し
て
統
合
の
対
象
に
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
振
電
は
一
九
四
〇
年
一
〇
月
頃
か
ら
合
併
反
対
の
主
張
を
活
発

に
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
全
国
的
な
電
力
系
統
と
東
北
地
方
の
そ
れ
に
関
し
て
は
、
す
で
に
一

九
三
四
年
二
月
一
九
日
開
催
の
第
七
回
電
気
委
員
会
が
、
青
森
県
の
電
力
業
県
営
化

を
題
材
に
議
論
し
て
い
た
。
橘
川
武
郎
は
、
同
委
員
会
が
青
森
県
に
は
「
例
外
的
に

許
可
」
を
与
え
た
も
の
の
、
電
力
業
の
県
営
化
一
般
は
全
国
的
な
運
営
効
率
化
を
阻
害

す
る
虞
が
あ
る
た
め
抑
制
す
る
と
い
う
結
論
に
落
ち
着
い
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

先
行
研
究
と
一
部
重
複
す
る
が
、
清
水
順
治
逓
信
省
電
気
局
長
が
電
気
委
員
会
で

行
っ
た
説
明
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
電
気
局
長
は
、
水
力
を
主
体
と
す
る
日
本
の

場
合
、
電
源
と
需
要
地
が
著
し
く
乖
離
し
て
い
る
た
め
、
発
電
部
門
の
統
制
の
適
切

な
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、「
府
県
の
行
政
区
画
に
囚
は
れ
ざ
る
よ
り
大
き
な
国
家
的
見

地
か
ら
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
発
送
電
部
門
の
統
制
の
見
地
か

ら
、
一
般
的
に
「
府
県
営
事
業
は
望
ま
し
き
企
業
形
態
」
で
は
な
い
と
発
言
し
た
。
こ

う
し
た
認
識
に
基
づ
い
て
、
電
気
委
員
会
は
、
青
森
県
に
県
営
化
の
許
可
を
与
え
る

際
、「
電
気
事
業
ノ
府
県
営
ハ
事
業
統
制
上
適
当
ナ
ラ
ザ
ル
場
合
多
キ
ガ
故
ニ
将
来
之

ガ
認
否
ニ
関
シ
テ
ハ
慎
重
ニ
考
慮
サ
レ
ム
コ
ト
ヲ
望
ム
」
と
い
う
附
帯
決
議
を
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
東
北
地
方
を
地
理
的
条
件
に
よ
り
例
外
と
す
る
姿
勢
は
、
第
一
次

電
力
国
家
管
理
の
際
に
も
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、

逓
信
省
に
と
っ
て
電
力
業
の
全
国
的
な
統
制
は
第
一
義
的
な
重
要
事
項
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
合
併
過
程
で
表
明
さ
れ
た
地
域
利
害
と

そ
の
論
理
を
、
①
東
北
地
方
の
特
殊
性
、
②
東
北
振
興
電
力
の
実
績
、
③
電
気
事
業

（
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（
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）

（
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）（
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の
合
理
的
統
制
形
態
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
中
心
に
検
討
す
る
。「
電
力
国
策
要
綱
」

の
閣
議
決
定
か
ら
電
力
評
価
審
査
委
員
会
の
審
議
を
経
て
、
合
併
条
件
が
認
可
（
一

九
四
一
年
一
〇
月
二
二
日
）
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
本
節
で
取
り
上
げ
る
の
は
、

ご
く
初
期
の
段
階（
一
九
四
〇
年
一
〇
月
）の
主
張
で
あ
る
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
く
。

具
体
的
な
分
析
に
先
立
ち
、
合
併
を
主
導
し
た
逓
信
省
の
狙
い
を
、
少
し
先
の
時

期
で
は
あ
る
が
、
一
九
四
一
年
九
月
一
一
日
の
国
家
総
動
員
審
議
会
で
行
わ
れ
た
山

田
龍
雄
逓
信
次
官
の
説
明
を
手
掛
か
り
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

 

史
料
1最

近
国
際
状
勢
の
緊
迫
と
共
に
、
高
度
国
防
国
家
体
制
の
確
立
が
要
望
せ
ら

る
る
に
至
り
ま
し
て
は
、
発
送
電
部
門
に
於
き
ま
し
て
も
、
此
の
状
勢
に
即

応
致
し
ま
す
る
が
為
に
、
電
力
国
家
管
理
の
本
来
の
姿
に
立
ち
帰
り
ま
し
て
、

全
国
を
一
貫
せ
る
大
電
力
網
を
確
立
致
し
ま
し
て
、
一
面
電
源
の
開
発
に
は
、

最
少
可
能
範
囲
の
資
材
を
以
て
、
最
大
の
効
果
あ
る
計
画
実
行
を
期
し
ま
す

る
と
共
に
、
他
面
既
存
設
備
の
範
囲
に
於
き
ま
し
て
は
、
発
電
力
の
最
高
能

率
発
揮
と
、
発
生
電
力
の
総
合
計
画
的
供
給
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状

勢
と
な
り
ま
し
て
、
之
れ
を
実
現
致
し
ま
す
為
に
は
、
ど
う
し
て
も
茲
に
一

応
従
前
事
業
者
の
運
営
に
委
ね
ら
れ
て
居
り
ま
し
た
既
設
の
水
力
発
電
設
備

を
日
本
発
送
電
株
式
会
社
に
出
資
さ
せ
ま
す
る
と
共
に
、
東
北
方
面
の
発
送

4

4

4

4

4

4

4

電
業
務
も
全
国
的
に
統
一
致
し
ま
す
る
こ
と
が
絶
対
必
要

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
相
成
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
即
ち
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
と
日
本
発
送
電
株
式
会
社
と
の

統
合
が
此
の
際
不
可
欠
の
要
件
と
な
っ
て
参
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

 

こ
の
史
料
か
ら
は
、
政
策
当
局
が
第
一
次
電
力
国
家
管
理
の
実
施
に
あ
た
り
、
特

（
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例
と
し
て
日
発
へ
の
強
制
出
資
を
見
送
っ
た
東
北
地
方
に
つ
い
て
も
、
も
は
や
例
外

扱
い
で
き
な
い
ほ
ど
状
況
が
逼
迫
し
て
い
た
様
子
を
う
か
が
え
る
。
実
際
、
関
西
地

方
で
は
一
九
四
〇
年
二
月
、
石
炭
の
不
足
と
品
質
劣
化
、
渇
水
な
ど
複
数
の
要
因
が

重
な
っ
た
た
め
に
、
電
力
飢
饉
が
発
生
し
、
政
府
が
電
力
調
整
令
の
発
動
（
二
月
三

日
）
に
よ
っ
て
強
権
的
な
電
力
制
限
を
実
施
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
態
に
見
舞
わ
れ
た
。

も
う
一
つ
、
こ
の
史
料
は
高
度
国
防
国
家
体
制
の
確
立
と
い
う
時
局
の
要
請
と
発
送

電
事
業
の
全
国
一
体
化
に
よ
る
電
気
事
業
の
効
率
的
運
営
と
い
う
逓
信
官
僚
の
思
想

を
見
出
せ
る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
国
家
の
論
理
に
対
し
て
、
振
電
と
内
閣
東
北
局
は
ど
の
よ
う
な
主
張
を

展
開
し
た
の
か
、
以
下
で
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。

（
一
）
東
北
地
方
の
特
殊
性

東
北
振
興
電
力
が
、
日
本
発
送
電
と
の
合
併
に
反
対
し
た
第
一
の
理
由
は
東
北
地

方
の
特
殊
性
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同

地
方
は
、
寒
冷
と
豪
雪
と
い
っ
た
自
然
条
件
の
ゆ
え
に
工
場
誘
致
が
困
難
で
あ
り
、

豊
富
な
包
蔵
資
源
や
労
働
力
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
工
業
地
帯
と
し
て
劣
位

に
置
か
れ
て
い
る
。
一
九
三
四
年
の
冷
害
に
と
も
な
う
経
済
的
な
打
撃
を
き
っ
か
け

に
、
東
北
振
興
総
合
計
画
が
樹
立
さ
れ
、
鉱
工
業
生
産
の
拡
大
が
図
ら
れ
て
は
い
る

も
の
の
、「
未
ダ
漸
ク
発
展
ノ
緒
ニ
着
キ
タ
ル
」
状
況
に
止
ま
っ
て
い
る
。
振
電
は
、

政
府
が
「
全
国
ヲ
画
一
的
ニ
単
一
ナ
ル
統
制
」
を
通
じ
て
、
各
産
業
の
「
全
能
力
ヲ

発
揮
」
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
を
、
戦
争
と
い
う
非
常
時
に
は
「
適
切
ナ
ル
方
図
」

で
あ
る
と
認
め
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
統
制
は
、
す
で
に
一
定
水
準
ま
で
発
展
し

た
産
業
や
地
域
に
は
有
効
だ
が
、
東
北
地
方
は
「
未
ダ
全
国
的
水
準
ヨ
リ
遥
カ
ニ
低
キ

地
域
ニ
対
シ
テ
一
律
ニ
適
用
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ハ
妥
当
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
」
と
主
張
し
た
。

（
26
）

（
27
）

こ
の
点
は
、
デ
ー
タ
か
ら

も
あ
る
程
度
確
認
で
き
る
。

東
北
地
方
の
需
用
電
力
量

は
、
一
九
三
〇
年
の
六
億
三

八
九
〇
万
ｋ
Ｗ
ｈ
か
ら
三
九

年
に
は
一
五
億
七
〇
四
五
万

ｋ
Ｗ
ｈ
ま
で
拡
大
し
た
（
第

１
図
）。

し
か
し
、
人
口
一
人
当
た

り
需
用
電
力
量
は
一
九
三
〇

年
の
九
七
ｋ
Ｗ
ｈ
か
ら
三
七

年
一
七
九
ｋ
Ｗ
ｈ
、
三
八
年

一
九
二
ｋ
Ｗ
ｈ
、
三
九
年
二

一
五
ｋ
Ｗ
ｈ
と
拡
大
傾
向
に

あ
っ
た
と
は
い
え
、
全
国
に

対
す
る
数
値
は
そ
れ
ぞ
れ

〇
・
四
四
、
〇
・
四
八
、
〇
・

四
八
、〇
・
五
二
で
、お
お
よ
そ
半
分
の
水
準
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た（
第

２
図
）。
つ
ま
り
、
全
国
と
の
差
は
依
然
と
し
て
縮
小
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

振
電
が
用
い
た
東
北
地
方
の
特
殊
性
は
、
単
に
後
進
地
域
と
い
う
点
に
止
ま
ら
な

か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
地
方
は
、
食
糧
生
産
地
と
し
て
の
重
要
性
と
鉱
工
業
の
未

開
拓
地
と
し
て
の
将
来
性
か
ら
見
れ
ば
、
戦
時
期
の
国
防
資
源
の
確
保
に
あ
た
り
、「
高

度
国
防
ノ
一
翼
ヲ
担
フ
ベ
キ
国
土
計
画
ノ
実
施
地
域
ト
シ
テ
」
一
層
重
視
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
防
上
の
観
点
か
ら
産
業
の
地
方
分
散
を
進
め
、
地
域
的
自
給
自

（
28
）

（
29
）

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

kW
h

第１図　東北地方の需用電力量

資料）電気庁『電気事業調査資料』第14号、1940年12月。
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足
体
制
の
確
立
（
生
産

と
消
費
の
結
合
）
へ
と

発
展
さ
せ
る
必
要
が
あ

り
、「
国
防
国
家
ノ
体

制
ハ
窮
極
ニ
於
テ
、
東

北
地
域
、
関
東
地
域
ト

切
断
サ
レ
ル
如
キ
場
合

ニ
於
テ
モ
、
其
ノ
地
区

ガ
生
存
ヲ
保
チ
得
ル
如

キ
生
命
体
デ
ア
ル
コ
ト

ガ
望
マ
シ
イ
」
と
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
前
提
に

立
て
ば
、
電
力
統
制
問

題
に
つ
い
て
も
、「
全

国
的
送
電
連
繋
等
ノ
経

済
的
見
地
ノ
ミ
ガ
考
慮

サ
ル
ベ
キ
デ
ハ
ナ
ク
、

相
当
程
度
ニ
ブ
ロ
ッ
ク

制
ノ
国
防
的
意
義
ヲ
モ

注
意
ス
ル
必
要
ガ
ア
ル
」
と
主
張
し
た
。

東
北
地
方
を
一
つ
の
自
立
し
た
経
済
圏
と
し
て
存
在
せ
し
め
る
と
い
う
構
想
の
リ

ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
疑
念
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
日
中
戦
争
が
長
期

化
し
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
後
進
地
域
と
い
う
事
情
だ
け
で
特
別
の
配
慮
を

受
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
高
度
国
防
国
家
の
建
設
と
い
う
国
家
の
論
理
を
援
用

（
30
）

し
つ
つ
、
新
た
な
装
い
を
も
っ
て
電
力
業
の
全
国
一
体
化
の
動
き
に
対
峙
し
な
け
れ

ば
、
振
電
の
独
立
性
を
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
東
北
振
興
電
力
の
実
績

東
北
振
興
電
力
は
創
設
以
降
、
計
画
を
上
回
る
ペ
ー
ス
で
水
力
発
電
の
開
発
と
送

電
網
の
整
備
・
拡
充
を
進
め
た
。
そ
の
点
は
、
振
電
の
社
史
が
多
く
の
紙
幅
を
割
い

て
い
る
か
ら
、
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
合
併
反
対
の
文
脈
で
展
開
さ
れ
た

主
張
の
要
点
の
み
を
示
し
て
お
く
。

① 

一
九
四
〇
年
末
ま
で
に
生
保
内
、
遠
刈
田
、
郷
内
お
よ
び
神
代
の
各
発
電
所
を

建
設
し
、
発
電
力
を
一
二
万
ｋ
Ｗ
超
へ
と
伸
ば
す
こ
と
を
確
実
視
さ
れ
て
い
た

（
第
１
表
）。

② 

送
電
線
の
整
備
に
関
し
て
も
設
立
以
降
、「
南
北
両
地
域
ヲ
通
ジ
縦
横
ニ
連
絡
ス

ル
大
容
量
主
幹
送
電
線
」
の
施
設
を
進
め
、
そ
の
距
離
は
一
九
四
〇
年
末
に
七

〇
〇
㎞
に
達
し
た
。

③ 

こ
う
し
た
電
気
供
給

網
の
拡
充
に
よ
り
、

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
硫

安
、
各
種
非
鉄
金
属

の
採
掘
・
精
錬
、
製

鉄
お
よ
び
石
炭
採
掘

な
ど
、
生
産
力
拡
充

の
面
で
き
わ
め
て
重

要
な
（
軍
需
）
産
業

が
誘
致
さ
れ
た
（
ま

（
31
）

97 98
104

125
137

154
167

179
192

215

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0

50

100

150

200

250

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

1 kWh

137

第２図　東北地方の１人当たり需用電力量とその対全国比

資料）電気庁『電気事業調査資料』第14号、1940年12月。

第１表　東北振興電力の発電設備
出力 竣工

発電所名 kW 年 月 日
蓬 莱 38,500 1938 11 30
小 出   2,900 1939 1 11
腹 帯 10,700 2 16
立 石   7,000 3 7
板 平   1,900 7 17
信 夫   5,950 10 15
生 保 内 22,100 1940 1 31
遠 刈 田  5,400 12 1
郷 内 13,200 12 9
神 代 19,700 12 29
岩 泉   5,800 1941 3 21

資料）  東北電力株式会社（1960）『東北地方電気事業
史』東北電力株式会社、248頁。
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た
は
予
定
で
あ
る
）。

以
上
が
設
備
投
資
に
関
す
る
実
績
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
九
四
〇
年
末
に
お
け

る
東
北
六
県
の
電
気
事
業
者
四
六
（
う
ち
株
式
会
社
形
態
一
八
社
）
の
う
ち
、
振
電

は
固
定
資
産
で
三
二
・
三
％
、
発
電
力
（
水
力
）
で
は
四
九
・
九
％
を
占
め
、
い
ず

れ
も
二
位
以
下
を
大
き
く
引
き
離
し
た
一
位
で
あ
り
、
隔
絶
し
た
地
位
を
築
い
た
の

で
あ
る
（
第
２
表
）。

振
電
は
、
さ
ら
に
他
の
地
方
と
比
較
し
て
「
相
当
低
廉
ナ
ル
電
力
ヲ
供
給
シ
ツ
ツ

ア
」
る
こ
と
を
訴
え
た
。
そ
し
て
、
日
発
に
合
併
さ
れ
た
場
合
、「
全
国
的
統
制
下
ニ

於
テ
同
（
東
北
＝
引
用
者
）
地
方
ニ
対
シ
テ
ノ
ミ
果
シ
テ
斯
ル
料
金
政
策
ノ
保
持
徹

底
ヲ
期
シ
得
ル
デ
ア
ラ
ウ
カ
、
甚
ダ
疑
問
」
と
の
懸
念
を
示
し
た
。
こ
の
低
廉
な
電
力

供
給
は
、
交
渉
過
程
の
過
程
で
も
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
、
振
電
は
、
政
府
か
ら
の
配
当
補
給
金
の
支
給
に
加
え
、「
建
設
利
息
」
の

資
金
繰
入
等
を
し
て
い
な
い
か
ら
「
当
然
ノ
コ
ト
」
と
し
な
が
ら
も
、「
営
業
収
支
ノ

状
況
モ
極
メ
テ
順
調
」
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
て
、
良
好
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
強
調

し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
も
東
北
地
方
、
と
く
に
郡
山
な
ど
新
興
工

業
地
帯
の
電
力
需
要
の
急
増
を
踏
ま
え
つ
つ
、
振
電
の
「
予
定
発
電
所
が
送
電
開
始

と
な
る
と
共
に
収
益
も
漸
増
す
る
の
筋
合
に
あ
る
」
と
報
じ
て
い
た
。
実
際
に
、
同
社

の
利
益
金
は
事
業
収
入
の
計
上
を
開
始
し
た
一
九
三
九
年
三
月
期
か
ら
四
一
年
三
月

期
の
三
年
間
に
六
八
万
一
九
七
五
円
、
一
五
一
万
四
四
九
五
円
、
一
九
二
万
一
〇
五

二
円
（
Ｒ
Ｏ
Ａ
は
一
・
三
％
、
二
・
〇
％
、
一
・
八
％
）
と
増
加
傾
向
を
示
し
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
実
績
に
関
し
て
は
、
電
気
庁
も
一
九
三
九
年
一
二
月
時
点
で
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 （

32
）

（
33
）

（
34
）

（
35
）

（
36
）

（
37
）

（
38
）

（
39
）

第２表　東北地方の主要電気事業者と東北振興電力の位置づけ
発電力 固定資産

順
位 事業者 県名 kW ％ 順

位 事業者 県名 千円 ％

1 東 北 振 興 電 力 宮城 118,650   49.9 1 東 北 振 興 電 力 宮城  68,824   32.3

2 青 森 県 青森  22,218     9.3 2 宮 城 県 宮城  33,128   15.6

3 山 形 電 気 山形  21,365     9.0 3 奥 羽 電 灯 岩手  24,627   11.6

4 奥 羽 電 灯 岩手  19,604     8.2 4 青 森 県 青森  19,582     9.2

5 宮 城 県 宮城  18,425     7.7 5 山 形 電 気 山形  12,520     5.9

6 東 北 電 灯 岩手     6,580     2.8 6 仙 台 市 宮城  11,008     5.2

7 仙 台 市 宮城     5,250     2.2 7 宮 城 電 気 鉄 道 宮城     6,892     3.2

8 東田川郡電気事業組合 山形     3,480     1.5 8 東 北 電 灯 岩手     6,134     2.9

9 鶴 岡 水 力 電 気 山形     3,310     1.4 9 増 川 水 力 電 気 秋田     4,885     2.3

10 増 川 水 力 電 気 秋田     3,180     1.3 10 両 羽 電 気 山形     3,907     1.8

上位５事業者の小計 200,262   84.2 上位５事業者の小計 158,680   74.6

上位10事業者の小計 222,062   93.4 上位10事業者の小計 191,506   90.0

合　　計 237,763 100.0 合　　計 212,829 100.0

資料）電気庁『電気事業要覧』1941年版より作成。
注）発電力は「水力」の落成電力の数値である。
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史
料
２一

、  
政
府
に
於
て
は
近
き
将
来
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
を
日
本
発
送
電
株

式
会
社
に
合
併
せ
し
む
る
等
の
意
向
な
き
や
。

（
答
）

東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
は
東
北
振
興
て
ふ
特
殊
使
命
達
成
の
為
設
立
せ
ら

れ
た
る
も
の
に
し
て
、
姉
妹
会
社
た
る
東
北
興
業
株
式
会
社
と
不
即
不
離
の

関
係
に
立
つ
次
第
も
あ
り
、
加
之
同
社
は
創
立
以
来
比
較
的
順
調
な
る
事
業

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

進
捗
を
見
せ

4

4

4

4

4

、・
現
在
既
に
相
当
の
成
績
を
挙
げ
つ
ヽ
あ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
且
将
来
に
付
て

も
豊
富
低
廉
な
る
電
力
の
供
給
可
能
な
る
見
込
確
実
な
る
を
以
て
、
当
分
は

之
を
日
本
発
送
電
に
合
併
せ
し
む
る
が
如
き
意
思
な
し

こ
の
史
料
か
ら
は
、
振
電
の
実
績
に
基
づ
く
合
併
反
対
の
論
理
が
あ
る
程
度
の
説
得

性
を
有
し
た
こ
と
を
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

（
三
）
東
北
地
方
に
お
け
る
電
気
事
業
の
合
理
的
統
制
形
態

東
北
振
興
電
力
は
、
日
本
発
送
電
へ
の
吸
収
合
併
に
異
議
を
唱
え
る
と
同
時
に
、

東
北
地
方
に
お
け
る
電
気
事
業
の
合
理
的
な
統
制
形
態
を
提
案
し
た
。
そ
れ
は
、
当

該
地
方
の
配
電
事
業
の
統
合
に
よ
る
発
送
配
電
一
貫
経
営
（
発
送
配
電
の
縦
貫
的
統

制
）
の
実
現
を
狙
っ
た
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
振
電
は
ま
ず
、
発
送
電
部
門
と
配
電
部

門
の
分
離
が
次
の
よ
う
な
問
題
を
持
つ
と
述
べ
る
。

第
一
に
、
電
力
需
要
の
実
情
や
需
要
者
の
増
産
計
画
の
変
更
を
迅
速
か
つ
的
確
に

把
握
な
い
し
予
測
で
き
な
い
た
め
、
東
北
振
興
と
「
産
業
国
策
」
の
点
か
ら
、
卸
売

料
金
、
発
送
電
計
画
、
誘
致
産
業
の
種
類
と
そ
の
工
場
立
地
の
選
定
に
つ
い
て
、
必

要
か
つ
適
切
な
政
策
を
採
り
難
い
こ
と
、
第
二
に
、
発
送
電
設
備
を
保
有
す
る
他
の
電

（
40
）

（
41
）

気
事
業
者
と
の
間
で
電
力
融
通
を
行
う
際
に
、
需
給
契
約
書
を
交
わ
さ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、「
東
北
ヲ
総
合
一
体
ト
ナ
セ
ル
発
電
水
力
及
発
送
電
設
備
ノ
利
用
向
上
ノ
万
全

ヲ
期
」
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
振
電
は
直
接
供
給
圏
内
に
特
殊
電

力
向
け
の
需
要
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
、
季
節
や
時
間
に
よ
っ
て
生
じ
る
余
剰
電
力

の
消
化
に
十
分
な
効
果
を
発
揮
で
き
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
に
は
、
振
電
が
、
配
電
事
業
者
所
有
の
発
送
電
設
備
を
統

合
し
て
、
そ
の
総
合
的
運
用
を
実
施
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方

法
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
種
々
複
雑
ナ
ル
形
態
ヲ
以
テ
自
然
的
ニ
発
達
セ
ル
有
機

体
ヲ
無
数
ノ
箇
所
ニ
於
テ
切
断
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
、
電
力
ノ
需
給
ハ
一
層
複
雑
化
シ
、

敏
捷
、
円
滑
、
合
理
的
ナ
ル
電
力
ノ
配
給
ヲ
欠
ク
虞
」
が
あ
る
と
の
懸
念
を
示
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
配
電
事
業
者
所
有
の
発
送
電
配
電
設
備
と
自
社
の
そ
れ
と
の
連
系
を
通

じ
て
、
東
北
地
方
の
全
電
力
設
備
を
「
発
送
電
配
電
事
業
ノ
一
貫
経
営
体
ニ
包
括
」

す
る
以
外
に
「
妥
当
ナ
ル
解
決
策
」
は
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

先
述
の
と
お
り
、
こ
の
時
期
は
第
二
次
電
力
国
家
管
理
が
議
論
さ
れ
、
逓
信
省
・

電
気
庁
は
、
発
送
電
と
配
電
の
分
離
の
徹
底
化
を
進
め
て
お
り
、
振
電
の
プ
ラ
ン
は

そ
れ
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
同
社
も
当
然
、
そ
う
し

た
事
情
を
理
解
し
て
い
た
が
、
東
北
と
隣
接
地
域
の
間
の
送
電
系
統
は
猪
苗
代
・
常

磐
に
「
接
触
面
」
が
あ
る
だ
け
だ
か
ら
、
電
力
融
通
に
関
し
て
は
、
発
送
配
電
一
貫

経
営
の
実
施
こ
そ
「
技
術
的
ニ
見
ル
モ
妥
当
ノ
策
」
で
あ
る
と
し
た
。
加
え
て
、
東
北

地
方
の
場
合
、
そ
う
し
た
経
営
形
態
を
採
用
し
て
も
、
日
発
の
解
体
を
必
要
と
し
な

い
た
め
「
電
力
統
制
後
退
ノ
感
ヲ
与
ヘ
ズ
、
而
モ
送
電
系
統
モ
他
地
帯
ヨ
リ
略
々
独

立
シ
テ
居
ル
ノ
デ
送
電
系
統
ノ
分
離
ニ
因
ル
弊
害
ヲ
何
等
伴
ハ
ナ
イ
」
と
い
う
論
理

を
展
開
し
た
。
振
電
は
、
日
発
を
中
心
と
す
る
電
力
統
制
の
あ
り
方
に
は
手
を
つ
け

ず
、
そ
の
意
味
で
は
逓
信
省
・
電
気
庁
に
配
慮
し
な
が
ら
、
東
北
地
方
の
み
を
例
外

（
42
）

（
43
）

（
44
）
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的
な
形
態
で
統
制
す
る
こ
と
の
合
理
性
を
訴
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
逓
信
省
・
電
気
庁
は
、
発
送
電
事
業
を
日
発
、
配
電
事
業
を
地
域
別
の

配
電
会
社
に
統
合
す
る
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
徹
底
す
れ
ば
、
振
電

の
解
散
と
い
う
解
が
導
か
れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
両
者
と
も
東
北
振

興
は
管
轄
外
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
点
を
統
制
プ
ラ
ン
に
反
映
さ
せ
る
誘
因
を
持
ち

え
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
振
電
と
逓
信
省
・
電
気
庁
は
、
合
理
的
な
電
力
統
制
の
あ
り
方

を
め
ぐ
っ
て
明
確
に
対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四　

利
害
調
整
と
導
き
出
さ
れ
た
解

（
一
）
統
合
プ
ラ
ン
の
変
遷

日
本
発
送
電
と
の
合
併
に
強
硬
な
反
対
意
見
を
表
明
し
た
東
北
振
興
電
力
は
一
九

四
一
年
に
入
っ
て
以
降
、
次
第
に
妥
協
的
な
姿
勢
を
見
せ
始
め
た
。
そ
れ
は
「
秘
東

北
地
方
ニ
於
ケ
ル
電
力
機
構
改
革
ニ
関
ス
ル
所
見
」
と
い
う
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
二
つ

の
史
料
に
示
さ
れ
て
い
る
。
片
方
の
史
料
で
は
、
振
電
と
東
北
地
方
の
配
電
会
社
の
統

合
に
よ
る
「
発
送
配
電
一
貫
作
業
ノ
特
殊
会
社
」
の
設
立
を
「
理
想
案
」
に
後
退
さ

せ
た
。
そ
れ
に
代
わ
り
、「
次
善
策
」
と
し
て
、
振
電
が
配
電
会
社
の
発
送
電
設
備
だ

け
を
一
元
的
に
統
制
し
、
同
社
を
「
東
北
ニ
於
ケ
ル
日
本
発
送
電
会
社
」
と
す
る
第

一
案
、
東
北
に
発
送
配
電
一
貫
経
営
の
電
力
企
業
を
新
設
し
た
後
、
そ
れ
が
保
有
す

る
主
要
な
発
送
電
設
備
を
一
括
し
て
日
発
に
出
資
す
る
第
二
案
を
提
起
し
た
。

妥
協
的
な
姿
勢
は
、
も
う
一
方
の
史
料
か
ら
も
看
取
で
き
る
。
そ
れ
は
、
電
力
機

構
改
革
の
目
標
と
し
て
、
冒
頭
で
「
電
力
国
策
要
綱
」（
一
九
四
〇
年
九
月
閣
議
決

定
）
に
も
「
順
応
ス
ル
コ
ト
」
を
掲
げ
、
以
下
、
振
電
の
解
消
に
と
も
な
う
東
北
振

（
45
）

（
46
）

興
政
策
の
弱
体
化
に
対
応
す
べ
く
東
北
興
業
の
強
化
を
図
る
こ
と
、
振
電
の
株
主
（
主

に
東
北
六
県
の
県
民
）
に
対
し
て
円
満
な
解
決
を
図
る
こ
と
、
従
来
通
り
低
廉
か
つ

必
要
な
電
力
供
給
を
保
証
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た
項
目
を
列
挙
し
た
。
な
お
、
機
構

改
革
の
具
体
策
は
上
記
の
第
二
案
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
姿
勢
の
変

化
の
背
景
と
し
て
は
、
振
電
が
、
先
に
触
れ
た
電
力
飢
饉
と
い
う
事
態
を
受
け
て
、
東

北
以
外
の
地
域
に
対
す
る
電
力
供
給
の
必
要
性
を
認
識
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
振
電
が
、
日
発
へ
の
統
合
を
前
提
に
、
そ
の
「
条
件
」

と
し
て
左
記
の
五
点
を
提
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。

 

史
料
３一

、  

新
設
会
社
ハ
東
北
地
方
ノ
振
興
ヲ
図
ル
為
同
地
方
ニ
於
ケ
ル
電
気
事
業

ヲ
営
ム
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
法
令
ニ
明
記
ス
ル
コ
ト

（
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
法
第
一
条
参
照
）

一
、  

東
北
興
業
会
社
ト
相
提
携
シ
テ
東
北
振
興
ヲ
為
シ
得
ル
ガ
如
ク
、
両
社

間
ニ
人
的
其
他
有
機
的
連
繋

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ヲ
図
ル
コ
ト

一
、  

東
北
地
方
ニ
対
ス
ル
電
力
ニ
関
ス
ル
重
要
問
題
（
発
送
電
並
ニ
配
電
ヲ

含
ム
）
ニ
就
テ
ハ
、
東
北
振
興
国
策
ニ
鑑
ミ
逓
信
省
ニ
諮
問
委
員
会
ノ

如
キ
機
関
ヲ
設
ク
ル
コ
ト

一
、  

東
北
地
方
ニ
対
ス
ル
電
力
ニ
就
テ
ハ
、
従
来
ノ
如
キ
低
廉
且
ツ
必
要
ナ

ル
電
力
ノ
供
給
ハ
確
保
セ
ラ
ル
ベ
キ
コ
ト

一
、  

東
北
興
業
会
社
ノ
強
化
ヲ
図
ル
コ
ト

東
北
振
興
と
い
う
事
業
目
的
を
、
合
併
後
の
日
発
に
継
続
さ
せ
、
か
つ
そ
の
実
行
を

担
保
す
る
た
め
の
条
件
を
並
べ
た
と
い
え
る
。

（
47
）

（
48
）
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内
閣
東
北
局
の
統
合
プ
ラ
ン
も
、
振
電
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
逓
信
省
・
電

気
庁
の
見
解
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
は
自
ら
の
利
害
を
反
映
さ

せ
る
た
め
に
、
何
ら
か
の
働
き
か
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
実
際
、

宇
都
宮
孝
平
内
閣
東
北
局
長
が
「
電
力
国
策
要
綱
」
の
閣
議
決
定
以
降
、
電
気
庁
長

官
、
逓
信
次
官
、
内
閣
書
記
官
長
と
い
っ
た
政
府
高
官
の
も
と
に
陳
情
に
赴
き
、
折

衝
を
重
ね
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
一
年
五
月
二
日
、
富
田
健
治
書
記
官
長
は
、
東
北
局
長
が
山
田
龍
雄
逓
信

次
官
と
の
面
談
の
報
告
に
訪
れ
た
際
、「
内
閣
ガ
国
策
ニ
協
力
セ
ヌ
コ
ト
ニ
ナ
ツ
テ
モ

困
ル
カ
ラ
、
現
下
ノ
情
勢
ニ
鑑
ミ
ナ
ル
ベ
ク
逓
信
省
ノ
希
望
ヲ
入
レ
、
実
質
ハ
振
電

ノ
目
的
ガ
貫
徹
サ
レ
ル
ヨ
ウ
考
慮
ス
ル
外
ナ
」
い
と
述
べ
た
う
え
で
、
交
渉
は
早
い

方
が
有
利
だ
か
ら
、
近
く
双
方
の
首
脳
部
に
よ
る
会
合
を
極
秘
裡
に
開
催
し
た
い
と

の
意
向
を
伝
え
た
。
そ
し
て
、
同
月
一
三
日
に
書
記
官
長
官
邸
で
第
一
次
会
合
が
も
た

れ
、
内
閣
側
か
ら
書
記
官
長
、
稲
田
総
務
課
長
、
東
北
局
長
お
よ
び
渡
邊
書
記
官
、

逓
信
省
側
は
逓
信
次
官
、
田
村
謙
治
郎
電
気
庁
長
官
が
出
席
し
て
、
振
電
の
処
理
策

を
話
し
合
っ
た
（
別
表
を
参
照
）。
こ
の
会
合
を
契
機
に
、
振
電
・
東
北
局
と
逓
信

省
・
電
気
庁
の
間
で
統
合
プ
ラ
ン
の
調
整
が
急
速
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

他
方
、
大
株
主
で
も
あ
る
東
北
六
県
の
利
害
と
そ
の
主
張
は
詳
ら
か
に
な
ら
な
い

が
、
別
表
に
よ
れ
ば
、
次
の
動
向
を
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四
〇
年
一
二

月
七
日
、
内
閣
東
北
局
長
と
書
記
官
長
が
宮
城
県
の
関
係
者
か
ら
東
北
電
力
問
題
に

関
す
る
意
見
を
聴
取
し
た
こ
と
、
六
県
の
知
事
が
翌
四
一
年
四
月
七
日
、
東
北
局
で

会
合
を
開
い
て
振
電
問
題
を
協
議
し
た
こ
と
、
同
年
五
月
三
日
の
六
県
総
務
部
長
会

合
で
振
電
と
日
発
の
統
合
問
題
が
審
議
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
東
北
局
長
が
四
一

年
六
月
二
五
日
に
六
県
知
事
会
議
に
出
席
し
て
振
電
の
措
置
に
関
す
る
内
容
を
解
説

し
了
解
を
得
た
こ
と
、
で
あ
る
。

（
49
）

（
50
）

県
レ
ベ
ル
と
は
異
な
る
も
の
の
、
一
九
四
〇
年
一
〇
月
三
日
作
成
の
「
陳
情
書
」

か
ら
は
、
東
北
地
方
の
電
気
事
業
者
の
利
害
を
把
握
で
き
る
。
提
出
者
と
し
て
は
振

電
の
ほ
か
、
東
北
電
灯
、
奥
羽
電
灯
、
大
日
本
電
力
、
山
形
電
気
お
よ
び
増
田
水
力

電
気
と
い
っ
た
民
間
電
気
事
業
者
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
公
営
電
気
事
業
を
擁
す
る

地
方
自
治
体
（
青
森
県
、
宮
城
県
、
仙
台
市
）
も
名
を
連
ね
て
い
る
。

陳
情
内
容
は
、
振
電
や
東
北
局
の
見
解
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に

い
え
ば
、
ま
ず
冒
頭
で
、
高
度
国
防
国
家
の
確
立
に
必
要
な
産
業
の
振
興
に
あ
た
り
、

電
力
問
題
に
対
し
て
、「
一
層
国
家
管
理
ヲ
強
化
セ
ン
ト
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ハ
誠

ニ
機
宜
ノ
御
処
置
ト
信
ジ
、
進
テ
右
御
方
針
ニ
順
応
ス
ル
覚
悟
」
で
あ
る
と
明
言
す

る
。
そ
の
う
え
で
、
東
北
地
方
の
「
地
理
的
特
殊
ノ
事
情
」、
振
電
（
と
東
北
興
業
）

の
資
源
開
発
に
対
す
る
貢
献
、
さ
ら
に
発
送
配
電
の
「
一
貫
的
経
営
」
の
必
要
性
を

列
挙
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
東
北
地
方
の
特
異
性
が
電
力
管
理
法
制
定
当
時
と
「
何

等
変
化
ナ
キ
以
上
、
独
電
力
経
営
ノ
ミ
ニ
画
一
的
方
法
ヲ
加
ヘ
ラ
ル
ル
ハ
、
却
テ
産

業
開
発
ニ
幾
多
ノ
不
利
ヲ
招
キ
、
延
ヒ
テ
高
度
国
防
ノ
建
設
ヲ
阻
ム
ノ
結
果
ヲ
招
来

ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ヤ
ヲ
衷
心
憂
慮
ス
ル
次
第
」
と
訴
え
た
。
こ
う
し
た
主
張
は
、
先
に
見

た
振
電
の
そ
れ
と
極
め
て
近
く
、
少
な
く
と
も
公
営
を
含
む
東
北
の
電
気
事
業
者
の

利
害
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

（
二
）
閣
議
決
定
案

と
こ
ろ
で
、
東
北
振
興
電
力
と
日
本
発
送
電
の
合
併
に
際
し
て
は
、
そ
の
前
段
階

と
し
て
、
電
力
国
家
管
理
と
東
北
振
興
と
い
う
二
つ
の
政
策
の
す
り
合
わ
せ
が
重
要

な
争
点
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
一
九
四
一
年
九
月
九
日
に
次
に
示
す
閣
議
決
定
案
で

決
着
を
見
た
。

（
51
）
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史
料
４「

閣
議
決
定
案
」
一
九
四
一
年
九
月
四
日

時
局
ニ
鑑
ミ
東
北
振
興
ニ
関
ス
ル
事
項
左
記
ノ
通
決
定
セ
ン
ト
ス

　

記

 
 

 

（
一
）
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
ニ
関
ス
ル
事
項

一
、  

東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
ハ
茲
ニ
決
定
シ
タ
ル
電
力
国
策
要
綱
ノ
趣
旨

ニ
順
応
シ
適
正
ナ
ル
条
件
ノ
下
ニ
速
ニ
之
ヲ
日
本
発
送
電
株
式
会
社
ニ

統
合
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
ａ
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
記
号
は
引
用
者
、
以

下
同
じ
）

一
、  

日
本
発
送
電
株
式
会
社
ハ
統
合
ニ
依
リ
東
北
振
興
ノ
使
命
ヲ
承
継
ス

（
ｂ
）

 
 

 

東
北
配
電
特
殊
会
社
（
仮
称
）
ニ
於
テ
モ
前
項
ノ
趣
旨
ヲ
体
シ
テ
其
ノ

業
務
ヲ
運
営
ス
ル
コ
ト

一
、  

日
本
発
送
電
株
式
会
社
ハ
東
北
振
興
ノ
目
的
ヲ
達
成
ス
ル
為
、
同
地
方

ニ
対
シ
低
廉
且
必
要
ナ
ル
電
力
ヲ
供
給
ス
ル
ト
共
ニ
、
同
地
方
ノ
電
源

開
発
ニ
付
テ
特
別
ナ
ル
考
慮
ヲ
払
フ
コ
ト
（
ｃ
）

一
、  

日
本
発
送
電
株
式
会
社
ハ
其
ノ
東
北
支
店
ニ
可
及
的
広
汎
ナ
ル
権
限
ヲ

附
与
シ
、
支
店
業
務
ノ
運
営
ニ
当
リ
東
北
振
興
ノ
機
能
ヲ
発
揮
セ
シ
ム

ル
コ
ト
（
ｄ
）

一
、  

日
本
発
送
電
株
式
会
社
、
東
北
配
電
特
殊
会
社
及
東
北
興
業
株
式
会
社

相
互
間
ニ
ハ
役
員
ノ
交
換
又
ハ
兼
務
等
ノ
方
法
ニ
依
リ
有
機
的
連
繋
ヲ

保
タ
シ
ム
ル
コ
ト
（
ｅ
）

一
、  

東
北
振
興
ニ
特
ニ
関
係
ア
ル
電
力
関
係
事
項
ニ
付
テ
ハ
内
閣
東
北
局
及
電

気
庁
間
ノ
協
議
ニ
依
ル
コ
ト
ト
シ
且
相
互
ニ
兼
務
官
吏
ヲ
置
ク
コ
ト
（
ｆ
）

（
52
）

一
、  

内
閣
東
北
局
官
吏
（
電
気
庁
官
吏
ヲ
兼
ヌ
ル
者
）
中
ヨ
リ
日
本
発
送
電

株
式
会
社
監
理
官
ヲ
任
命
ス
ル
コ
ト
（
ｇ
）

一
、  

電
力
審
議
会
委
員
ニ
新
ニ
東
北
振
興
ニ
関
係
ア
ル
官
吏
及
学
識
経
験
者

ヲ
加
フ
ル
コ
ト
（
ｈ
）

 
 

 

（
二
）
東
北
興
業
株
式
会
社
ニ
関
ス
ル
事
項

 

東
北
興
業
株
式
会
社
ノ
機
能
ノ
強
化
ニ
付
考
慮
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

 

こ
の
史
料
の
う
ち
注
目
す
べ
き
は
ま
ず
、（
ａ
）
で
「
電
力
国
策
要
綱
ノ
趣
旨
ニ
順

応
」
す
る
こ
と
を
第
一
義
的
な
目
的
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
域
利
害
を

国
家
目
標
の
下
位
に
置
く
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
と
は
い
え
、
国

家
の
意
思
が
貫
徹
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
振
電
・
東
北
局
の
意
見
も
、
東
北
振
興
と

い
う
使
命
の
日
発
お
よ
び
配
電
会
社
へ
の
継
承
（
ｂ
）、
東
北
地
方
に
対
す
る
低
廉
か

つ
必
要
な
電
力
供
給
と
電
源
開
発
へ
の
特
別
の
配
慮
（
ｃ
）、
東
北
局
と
電
気
庁
の
協

議
（
ｆ
）
と
い
っ
た
形
で
、
閣
議
決
定
案
の
中
に
反
映
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
東
北
局
も
ま
た
、
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
点
は
無
視
す
べ
き
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
、
日
発
の
東
北
支
店
（
合
併
後
の
振
電
）
の
事
業
運
営
に
つ
い
て
、

東
北
局
は
「
自
主
、
独
立
性
ヲ
発
揮
セ
シ
メ
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
が
、
実
際
に

は
、
電
気
庁
案
の
「
可
及
的
広
汎
ナ
ル
権
限
ヲ
附
与
シ
」（
ｄ
）
と
い
う
表
現
に
後
退

し
た
。
ま
た
、
東
北
局
は
、
配
電
会
社
に
対
す
る
発
言
力
を
担
保
す
る
た
め
、「『
東

北
興
業
株
式
会
社
ニ
東
北
配
電
特
殊
会
社
ノ
株
式
ヲ
所
有
セ
シ
ム
ル
』
旨
ヲ
明
記
ス

ル
コ
ト
」
を
電
気
庁
に
求
め
た
が
、
閣
議
決
定
案
は
「
役
員
ノ
交
換
又
ハ
兼
務
」（
ｅ
）

に
止
ま
り
、
株
式
所
有
は
明
記
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
振
電
と
東
北
局
の
主

な
関
心
は
、
日
発
東
北
支
店
の
権
限
（
ｄ
）
の
具
体
的
な
内
容
に
移
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。

（
53
）

（
54
）

（
55
）
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（
三
）
合
併
命
令
の
発
動

閣
議
決
定
案
の
作
成
と
並
行
し
て
、
合
併
条
件
等
の
調
整
も
進
め
ら
れ
、
一
九
四

一
年
九
月
九
日
に
富
田
健
治
内
閣
書
記
官
長
と
山
田
龍
雄
逓
信
次
官
の
間
で
「
覚
書
」

が
交
わ
さ
れ
た
。
紙
幅
の
都
合
上
、
す
べ
て
の
条
項
に
言
及
は
で
き
な
い
が
、
ポ
イ

ン
ト
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
に
、
第
三
項
で
「
合
併
ハ
国
家
総
動
員
法
（
第
一
六
条
の
三
＝
引
用
者
）
ニ

依
」
る
こ
と
と
し
、
法
律
に
基
づ
く
強
制
的
な
措
置
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
点

が
注
目
さ
れ
る
。
第
二
に
、
合
併
条
件
と
し
て
は
、
合
併
比
率
を
一
対
一
に
設
定
す

る
（
第
一
項
）
と
と
も
に
、
日
本
発
送
電
の
東
北
支
店
の
権
限
に
関
し
て
は
、「
豫
メ

東
北
局
ト
打
合
セ
ス
ル
コ
ト
」（
第
六
項
）
と
し
て
、
内
閣
東
北
局
の
意
向
（
自
主

性
・
独
立
性
の
発
揮
）
を
反
映
さ
せ
る
余
地
を
残
す
文
言
を
挿
入
し
た
。
こ
の
よ
う

に
、
先
述
し
た
閣
議
決
定
案
お
よ
び
覚
書
に
は
、
東
北
振
興
電
力
と
東
北
局
の
利
害

に
配
慮
し
た
条
項
が
目
立
つ
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
利
害
調
整
が
、〝
企
業
〟
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
自
発
的
な
行

動
と
し
て
の
合
併
を
可
能
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
上
記
の
通
り
、
こ
の
合
併
は
、

改
正
国
家
総
動
員
法
に
基
づ
く
命
令
に
よ
っ
て
実
現
し
た
か
ら
で
あ
る
。
逓
信
次
官
は
、

政
府
命
令
の
根
拠
を
法
律
で
設
定
し
た
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

 

史
料
５此

度
の
合
併
は
本
来
電
気
事
業
再
編
成
と
云
ふ
国
策
に
基
き
、
国
家
の
要
求

に
依
り
之
を
行
ふ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
日
本
発
送
電
及
東
北
振
興
電
力
の
両

会
社
共
特
殊
の
目
的
、
使
命
の
下
に
設
立
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
而

し
て
又
事
業
運
営
に
附
帯
し
て
両
会
社
共
種
々
公
権
公
義
務
を
負
担
し
て
居

る
こ
と
等
の
特
殊
事
情
を
考
へ
ま
し
て
、
命
令
に
因
る
合
併
と
す
る
の
が
最

（
56
）

（
57
）

（
58
）

も
適
当
と
考
へ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
今
や
内
外
の
状
勢
は
非
常
に
切
迫
致

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
て
居
り
ま
し
て

4

4

4

4

4

4

4

、・
此
の
両
会
社
の
合
併
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、・
急
速
に
之
を
実
現
致
さ
せ
ま

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
る
の
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、・
彼
此
考
へ
合
せ
ま
し
て
総
動
員
法
の
発
動

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
依
り
敏
速
に
解
決
を
図
り
度
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
存
ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

 

こ
の
史
料
の
前
半
部
分
は
そ
れ
ほ
ど
説
得
的
と
思
え
な
い
。
国
策
に
基
づ
く
合
併

で
あ
っ
て
も
、
政
府
は
、
戦
力
増
強
企
業
整
備
に
乗
り
出
す
ま
で
、
強
権
の
発
動
を

回
避
す
る
方
針
を
採
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
併
命
令
の
発
動
の
理

由
は
、「
敏
速
に
解
決
を
図
」
っ
た
点
に
求
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、

振
電
と
東
北
局
が
、
合
併
に
対
し
て
強
硬
な
反
対
姿
勢
を
示
し
、
当
事
者
の
発
議
に

よ
る
任
意
合
併
と
い
う
形
で
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
見
込
み
が
薄
か
っ
た
。
加
え
て
、

前
述
の
電
力
危
機
は
、
当
事
者
間
の
交
渉
と
妥
協
を
通
じ
て
時
間
を
か
け
な
が
ら
解

決
を
図
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
改
正
国
家
総
動
員
法
（
一
九
四

一
年
三
月
）
の
規
定
は
、《
伝
家
の
宝
刀
》
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
け
っ
し
て

《
竹
光
》
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

合
併
命
令
は
一
九
四
一
年
九
月
二
五
日
、
勅
令
第
八
八
〇
号
「
日
本
発
送
電
株
式

会
社
ト
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
ト
ノ
合
併
ニ
関
ス
ル
件
」
と
い
う
形
で
交
付
さ
れ

た
。
こ
の
勅
令
で
ま
ず
目
を
向
け
る
べ
き
は
、
合
併
条
件
が
、「
当
事
者
間
ノ
協
議
ニ

依
ル
協
議
調
ハ
ザ
ル
」
場
合
に
は
、
総
理
大
臣
と
逓
信
大
臣
の
裁
定
を
受
け
る
こ
と
、

そ
し
て
、
両
者
は
そ
の
裁
定
・
認
可
に
際
し
て
、
電
力
評
価
審
査
委
員
会
の
審
議
を

必
要
と
し
た
こ
と
で
あ
る
（
第
二
条
）。
実
際
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
合
併
条
件
が
当

事
者
同
士
の
交
渉
で
決
定
せ
ず
、
同
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。
次
い
で
重
要
な
の
は
、

こ
の
勅
令
が
、
電
気
庁
の
当
初
案
に
振
電
の
改
正
案
を
一
部
反
映
す
る
形
で
ま
と
め

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
過
程
で
利
害
の
調
整
が
図
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

（
59
）

（
60
）



― 14 ―

そ
の
意
味
で
合
併
命
令
は
、
少
な
く
と
も
政
府
に
よ
る
一
方
的
な
通
告
で
は
な
か
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
点
は
、
当
該
勅
令
に
基
づ
く
合
併
が
実
施
さ
れ
た
場
合
、
総

理
大
臣
と
逓
信
大
臣
が
日
発
に
対
し
て
、「
東
北
地
方
ノ
発
電
及
送
電
ニ
関
シ
東
北
地

方
振
興
上
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
る
と
い
う
第
六
条
の
規
定
か
ら
推
察

で
き
る
。
そ
う
し
た
東
北
振
興
に
対
す
る
配
慮
は
、
電
気
庁
の
勅
令
案
要
綱
に
は
な

か
っ
た
。

振
電
は
自
ら
の
プ
ラ
ン
に
、
政
府
が
、
東
北
振
興
の
た
め
に
当
該
地
方
の
電
気
料

金
を
「
特
ニ
低
廉
ニ
シ
其
ノ
量
ヲ
豊
富
」
な
も
の
と
し
、
日
発
に
対
し
て
「
電
力
ニ

関
シ
地
方
振
興
上
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
い
う
条
項
を
掲
げ
て
い
た

（
第
三
条
）。
そ
し
て
、
電
力
管
理
法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
府
が
日
発
の
東

北
地
方
に
お
け
る
「
電
力
設
備
ノ
建
設
又
ハ
変
更
ノ
計
画
並
ニ
電
力
料
金
其
ノ
他
ノ

電
力
需
給
ニ
関
ス
ル
重
要
事
項
ノ
決
定
ヲ
為
ス
場
合
」、
総
理
大
臣
と
逓
信
大
臣
の
協

議
に
依
る
も
の
と
す
る
、
と
い
っ
た
文
言
の
追
加
を
要
求
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
六
条
に
設
備
投
資
計
画
や
料
金
の
設
定
、
電
力
需
給
に
関
す

る
協
議
と
い
っ
た
内
容
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
逓
信
次
官

は
国
家
総
動
員
審
議
会
の
席
上
、
合
併
に
と
も
な
っ
て
振
電
は
消
滅
す
る
も
の
の
、

同
社
の
「
特
別
の
存
立
目
的
た
る
東
北
地
方
振
興
の
使
命
は
明
文
を
以
っ
て
、
日
本

発
送
電
株
式
会
社
に
引
継
が
し
め
る
こ
と
に
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
説
明
し

た
。
政
府
は
、
日
発
の
行
動
を
規
制
す
る
具
体
的
な
文
言
を
勅
令
に
含
め
る
こ
と
を
避

け
な
が
ら
、
振
電
の
利
害
を
抽
象
的
に
取
り
入
れ
る
形
で
調
整
を
図
っ
た
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
そ
こ
に
は
電
力
国
家
管
理
と
東
北
振
興
と
い
う
二
つ
の
政
策
の
整
合
性
を

保
持
す
る
狙
い
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
九
四
一
年
九
月
二
五
日
、
勅
令
第
八
八
〇
号
の
交
付
と
同
時
に
、
合
併
命
令
が

発
令
さ
れ
て
、
合
併
契
約
締
結
に
関
す
る
認
可
が
下
り
た
。
そ
し
て
、
振
電
は
一
〇

（
61
）

（
62
）

（
63
）

（
64
）

月
一
〇
日
、
日
発
は
一
〇
月
一
六
日
に
そ
れ
ぞ
れ
株
主
総
会
を
開
催
し
、
合
併
条
件

認
可
申
請
書
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

（
四
）
日
本
発
送
電
東
北
支
店
の
自
立
性

改
正
国
家
総
動
員
法
に
基
づ
く
合
併
命
令
の
発
動
を
受
け
て
、
議
論
の
焦
点
は
①

合
併
条
件
、
②
合
併
後
の
日
本
発
送
電
東
北
支
店
（
旧
東
北
振
興
電
力
）
の
権
限
と

自
立
性
の
確
保
に
絞
ら
れ
て
い
っ
た
。
本
項
で
は
、
②
に
限
定
し
て
検
討
を
加
え
る
。

東
北
振
興
電
力
が
自
ら
の
存
在
意
義
で
あ
る
東
北
振
興
と
い
う
使
命
を
、
合
併
後

の
日
本
発
送
電
（
の
一
支
店
）
で
実
現
す
る
た
め
に
は
、
統
合
後
の
組
織
で
あ
る
日

発
東
北
支
店
が
他
の
支
店
以
上
の
権
限
を
持
つ
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
組
織
面
で

の
自
立
性
の
程
度
に
規
定
さ
れ
る
。
他
方
、
日
発
・
電
気
庁
の
立
場
か
ら
は
、
合
併

の
狙
い
で
あ
る
発
送
電
事
業
の
全
国
的
一
体
化
の
実
現
に
あ
た
り
、
個
々
の
支
店
に

高
い
自
立
性
を
与
え
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
。
そ
こ
に
、
東
北
支
店
の
業
務
と
権

限
の
範
囲
を
め
ぐ
る
利
害
対
立
の
芽
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
す
る

振
電
の
基
本
的
な
主
張
と
し
て
は
、
次
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、
設
備
投
資
計
画
に
関
し
て
、
地
元
産
業
の
実
態
を
知
悉
し
て
い
る
東
北

支
店
に
原
案
作
成
の
権
限
を
付
与
す
る
よ
う
求
め
た
。
他
方
で
、
政
府
・
日
発
本
社

の
役
割
は
、
そ
の
原
案
の
「
創
意
ヲ
可
及
的
尊
重
シ
、
只
単
ニ
全
国
的
見
地
ニ
立
脚

シ
テ
調
整
ヲ
加
フ
ル
程
度
ニ
止
」
め
、「
調
整
ニ
当
ツ
テ
ハ
支
店
立
案
者
ノ
意
見
ヲ
徴

ス
ル
コ
ト
ニ
致
度
」
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
振
電
は
ま
ず
、
投
資
計
画
の
作
成
段
階
で

主
導
権
を
握
る
こ
と
を
明
言
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
東
北
支
店
が
建
設
工
事
を
担
当
す
る
こ
と
を
訴
え
た
。
す
な
わ
ち
、
政

府
が
、
電
力
開
発
の
建
設
命
令
や
電
力
供
給
計
画
の
樹
立
に
際
し
て
、
東
北
支
店
の

要
望
（
東
北
振
興
へ
の
配
慮
）
を
受
け
入
れ
た
場
合
で
も
、
実
際
の
建
設
工
事
を
日

（
65
）

（
66
）
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発
建
設
事
務
所
に
委
ね
て
し
ま
え
ば
、
東
北
支
店
は
計
画
の
実
施
と
そ
の
進
捗
状
況

を
「
袖
手
傍
観
」
す
る
だ
け
に
な
り
、「
自
然
計
画
実
施
ノ
内
容
不
明
ナ
ル
儘
、
遂
ニ

4

4

ハ
振
興
諸
計
画
樹
立
ノ
統
一
性
ヲ
乱
シ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、・
振
興
国
策
遂
行
ニ
対
ス
ル
熱
意
ノ
冷
却
ス

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ル
ノ
虞

4

4

4

」
が
あ
る
と
。

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
東
北
支
店
が
建
設
工
事
を
担
え
ば
、
左
記
の
メ
リ
ッ
ト
を

成
就
で
き
る
点
を
強
調
し
た
。

 

史
料
６三

、
建
設
部
ノ
設
置

 
 

―
中
略
―

 
 

 

之
ニ
反
シ
之
ガ
業
務
ヲ
モ
東
北
支
店
ニ
担
当
セ
シ
ム
ル
ナ
ラ
バ
、
電
力

国
策
ト
東
北
振
興
国
策
ト
ノ
二
重
ノ
責
任
ニ
依
テ
拍
車
ツ
ケ
ラ
ル
仝
支

店
ハ
独
リ
建
設
工
事
担
当
者
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
計
画
、
資
金
、
資
材
、
運

営
其
他
各
部
門
担
当
者
打
ツ
テ
一
丸
ト
ナ
リ
強
力
ナ
ル
推
進
力
ヲ
発
揮

シ
、
支
店
単
一
ノ
責
任
ノ
下
ニ
国
家
ノ
命
ズ
ル
所
ニ
向
ツ
テ
邁
進
ス
ル

コ
ト
ト
ナ
ル
ベ
ク
、
日
発
制
度
ノ
現
状
如
何
様
ニ
ア
リ
ト
シ
テ
モ
、
東4

北
ノ
電
力
開
発
ハ
東
北
支
店
ヲ
シ
テ
行
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
コ
ソ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、・
電
力
国

4

4

4

策
ト
東
北
振
興
国
策
ノ
調
和
体
ヲ
具
現
化
ス
ル
唯
一
ノ
途
ナ
リ
ト
確
信

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

4

4

4

4

4

4

。

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
東
北
支
店
が
電
力
国
策
と
東
北
振
興
と
い
う
二
つ
の
「
責
任
」

を
負
う
こ
と
で
、
密
接
な
関
連
を
有
す
る
計
画
、
建
設
、
運
営
な
ど
各
部
門
の
担
当

者
の
団
結
の
下
で
事
業
を
強
力
に
推
進
で
き
る
点
を
メ
リ
ッ
ト
に
あ
げ
た
こ
と
が
分

か
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
権
限
の
付
与
に
よ
り
、
日
発
体
制
に
左
右
さ
れ
ず
に
東
北
支

（
67
）

（
68
）

店
単
独
で
東
北
の
電
源
開
発
を
行
う
こ
と
こ
そ
、
電
力
国
策
と
東
北
振
興
策
の
調
和

を
具
体
化
す
る
唯
一
の
手
段
と
強
調
し
た
点
も
確
認
で
き
る
。

第
三
に
、
本
社
の
監
督
に
つ
い
て
も
、
東
北
支
店
の
独
立
性
を
要
求
し
た
。
こ
の

案
で
は
、
支
店
に
対
す
る
本
社
の
監
督
の
重
点
を
資
金
と
資
材
の
予
算
に
置
き
、
そ

れ
以
外
の
日
常
業
務
に
つ
い
て
は
、「
特
殊
ノ
モ
ノ
又
ハ
特
ニ
重
要
ナ
ル
モ
ノ
」
は
伺

い
を
立
て
た
う
え
で
処
理
、「
些
々
タ
ル
事
項
」
は
「
一
々
指
示
ヲ
受
ケ
」
な
い
と
し

た
。
ま
た
、
会
計
制
度
に
関
し
て
は
、「
東
北
支
店
ヲ
一
個
ノ
会
社
単
位

4

4

4

4

4

4

4

ト
シ
、
本
社

ヨ
リ
独
立
セ
ル
帳
簿
組
織
」
に
す
る
こ
と
を
求
め
、
こ
の
措
置
に
よ
り
、
会
計
の
複

雑
化
の
回
避
と
支
店
の
権
限
強
化
を
最
も
明
確
に
で
き
る
と
述
べ
た
。
要
す
る
に
、
振

電
は
、
合
併
後
の
東
北
支
店
を
独
立
し
た
企
業
の
ご
と
き
存
在
と
し
て
、
日
発
の
中

に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
要
望
が
、
逓
信
省
・
電
気
庁
の
意

図
（
電
気
事
業
の
一
元
的
な
運
営
）
に
反
す
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
振
電
は
こ
う
し
た
要
求
の
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
た
の
か
。
そ
れ
は
、
前
出

の
閣
議
決
定
案
の
「
日
本
発
送
電
株
式
会
社
ハ
其
ノ
東
北
支
店
ニ
可
及
的
広
汎
ナ
ル

権
限
ヲ
附
与
シ
支
店
業
務
ノ
運
営
ニ
当
リ
東
北
振
興
ノ
機
能
ヲ
発
揮
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」

（
ｄ
）
と
い
う
条
項
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
電
気
庁
に
よ
っ
て
「
骨
抜
キ
」
に

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
詳
細
は
判
明
し
な
い
が
、
電
気
庁
案
は
、
建
設
と
運
営
の
分

離
を
唱
え
、
東
北
支
店
と
同
建
設
事
務
所
の
機
構
お
よ
び
権
限
は
他
の
そ
れ
と
「
何

等
相
違
ス
ル
所
ナ
シ
」
と
い
う
内
容
で
あ
り
、「
全
ク
右
（
閣
議
＝
引
用
者
）
決
定
事

項
ヲ
沒
却
シ
居
ル
モ
ノ
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
振
電
・
東
北
局
は
結
局
、

こ
の
案
を
日
発
の
全
機
構
改
革
（
一
九
四
二
年
四
月
実
施
）
ま
で
の
暫
定
的
措
置
だ

か
ら
、「
一
応
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
コ
ト
ト
存
セ
ラ
ル
ヲ
以
テ
、
根
本
的
ナ
修
正
ハ
暫
ク
保

留
ス
」
る
と
し
て
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

東
北
支
店
の
業
務
と
権
限
に
関
す
る
最
終
的
な
決
定
は
、
資
料
上
の
制
約
に
よ
り

（
69
）

（
70
）
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詳
ら
か
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
電
気
庁
が
一
九
四
一
年
一
二
月
一
八
日
に
提
示
し

た
「
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
合
併
ニ
当
リ
同
社
ノ
特
殊
使
命
継
承
ノ
為
採
リ
タ
ル

方
策
」
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
こ
の
点
に
接
近
し
て
み
よ
う
。

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
電
気
庁
は
、
東
北
振
興
と
い
う
使
命
を
継
承
す
る
た
め
に
、

次
の
方
策
を
掲
げ
て
い
る
。

一
つ
は
、
振
興
課
調
査
係
・
計
画
係
の
設
置
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部
署
に
東
北
地

方
の
産
業
振
興
計
画
や
電
力
需
要
な
ど
の
調
査
を
担
当
さ
せ
た
り
、
設
立
予
定
の
東

北
配
電
と
の
緊
密
な
連
絡
を
通
じ
て
、
農
事
電
化
の
普
及
促
進
な
ど
を
図
っ
た
り
す

る
と
し
た
。
二
つ
目
は
、
東
北
課
（
本
店
総
裁
室
内
）
の
新
設
で
あ
る
。
同
課
は
、

主
に
東
北
振
興
上
必
要
な
事
務
に
関
し
て
、
内
閣
東
北
局
・
東
北
興
業
と
の
連
絡
と
、

本
店
と
東
北
支
店
の
事
務
連
絡
を
担
当
す
る
と
さ
れ
た
。
電
気
庁
は
、
そ
う
し
た
パ

イ
プ
の
確
保
に
よ
り
、
東
北
支
店
が
、
他
支
店
の
よ
う
に
直
接
本
社
各
局
長
、
部
長
、

課
長
な
ど
の
指
示
命
令
を
受
け
る
こ
と
な
く
、「
独
自
ノ
機
能
ヲ
発
揮
ス
ル
ニ
便
ナ
ル

様
考
慮
ヲ
払
」
っ
た
と
説
明
し
た
。

三
つ
目
は
、
東
北
水
力
建
設
事
務
所
規
程
の
制
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
水

力
建
設
事
務
所
規
程
と
異
な
り
、「
工
事
全
般
ニ
付
設
計
及
施
行
ノ
権
限
ヲ
挙
ゲ
テ
東

北
水
力
事
務
所
ニ
一
任
シ
、
以
テ
東
北
地
方
ノ
特
殊
事
情
ニ
即
応
ス
ル
電
力
開
発
ノ

遂
行
ヲ
期
ス
」
る
こ
と
を
目
的
に
掲
げ
た
。
他
の
支
店
の
工
事
が
本
社
の
直
轄
で
あ
っ

た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、東
北
支
店
の
権
限
拡
張
を
企
図
し
た
規
程
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
、
東
北
支
店
長
と
東
北
水
力
建
設
事
務
所
長
の
一
般
専
決
事
項
に
つ
い
て

は
、
他
の
支
店
長
や
事
務
所
長
に
比
し
て
、「
権
限
ヲ
遙
ニ
広
汎
ナ
ル
モ
ノ
ト
シ
」、

振
電
の
特
殊
使
命
を
日
発
に
継
承
す
る
べ
く
「
能
フ
限
リ
便
ナ
ル
様
考
慮
シ
タ
」
点

を
強
調
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
社
か
ら
の
会
計
・
帳
簿
の
分
離
、
す
な
わ
ち
一

つ
の
企
業
の
よ
う
な
独
立
し
た
組
織
と
い
う
振
電
・
東
北
局
の
要
望
は
取
り
入
れ
ら

（
71
）

（
72
）

（
73
）

れ
ず
、
相
対
的
に
広
範
な
権
限
を
付
与
さ
れ
た
と
は
い
え
、
組
織
的
に
は
他
の
支
店
・

建
設
事
務
所
と
同
様
の
形
態
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
、
東
北
支
店
の
業
務
範
囲
と
権
限
は
、
振
電
・
東
北
局
が
高
い
自

立
性
な
い
し
独
立
性
の
確
保
を
狙
っ
て
求
め
た
内
容
に
、
大
幅
な
譲
歩
を
迫
る
形
で

決
着
を
見
た
。
合
併
に
と
も
な
う
日
発
の
組
織
改
革
は
、
振
電
の
東
北
振
興
と
い
う

使
命
に
配
慮
を
示
し
つ
つ
も
、
逓
信
省
・
電
気
庁
が
掲
げ
た
電
力
国
策
と
い
う
国
家

（
中
央
）
の
利
害
を
強
く
反
映
し
た
性
格
に
収
斂
し
て
い
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

五　

結　

語

「
電
力
国
策
要
綱
」
の
閣
議
決
定
に
基
づ
く
電
力
国
家
管
理
の
強
化
は
、
そ
れ
ま
で

特
別
の
配
慮
を
払
わ
れ
て
き
た
東
北
地
方
を
も
巻
き
込
み
、
日
本
発
送
電
に
よ
る
東

北
振
興
電
力
の
合
併
と
い
う
具
体
的
な
プ
ラ
ン
と
し
て
顕
現
化
し
た
。
こ
の
合
併
に

対
し
て
、
振
電
と
内
閣
東
北
局
は
強
い
抵
抗
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

本
稿
の
課
題
の
一
つ
は
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
東
北
地
方
の
特
殊
性
、
振
電
の
実
績

お
よ
び
電
気
事
業
の
合
理
的
統
制
形
態
で
あ
り
、
左
記
の
よ
う
に
い
ず
れ
も
地
域
利

害
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。

［
Ⅰ
］  

東
北
地
方
で
は
日
中
戦
争
勃
発
以
降
、
重
化
学
工
業
が
発
展
の
端
緒
を
掴
み

つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
、
未
だ
他
地
域
に
比
し
て
不
十
分
な
も
の
に
止
ま
る

か
ら
、
画
一
的
な
統
制
策
は
妥
当
で
な
い
。
加
え
て
、
国
防
上
の
観
点
か
ら

も
、
東
北
地
方
を
一
個
の
自
立
し
た
経
済
圏
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
後
進
性
を
克
服
し
、
か
つ
東
北
地
方
の

自
立
性
を
高
め
る
た
め
に
は
、
特
別
な
振
興
政
策
が
不
可
欠
で
あ
り
、
振
電
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は
そ
の
中
心
的
な
担
い
手
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

［
Ⅱ
］  
振
電
は
水
力
開
発
、
送
電
網
の
整
備
お
よ
び
低
廉
な
電
力
供
給
と
い
う
面
か

ら
東
北
振
興
に
大
き
く
貢
献
し
、
か
つ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
良
好
で
あ
る
。

［
Ⅲ
］  

電
力
統
制
の
重
要
性
に
異
論
は
な
い
が
、
東
北
地
方
に
関
し
て
は
、
振
電
に

よ
る
配
電
企
業
の
統
合
を
通
じ
た
発
送
配
電
一
貫
経
営
こ
そ
が
合
理
的
な
統

制
形
態
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
主
張
は
、
発
送
電
と
配
電
の
分
離
の
徹
底
化

を
図
っ
て
い
た
逓
信
省
・
電
気
庁
の
そ
れ
を
部
分
的
と
は
い
え
否
定
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
日
発
に
よ
る
振
電
の
統
合
過
程
で
は
、
電
力
国
家
管
理
と
い
う
国
家

の
利
害
を
反
映
し
た
政
策
と
、
東
北
振
興
と
い
う
地
域
色
を
強
く
持
つ
政
策
の
相
容

れ
な
い
性
格
が
鋭
く
対
立
し
た
の
で
あ
る
。
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
政
府
内
部
に
お

い
て
、
産
業
統
制
の
強
化
と
後
進
地
域
の
振
興
と
い
う
二
つ
の
政
策
が
、
戦
時
経
済

の
進
展
の
中
で
次
第
に
相
容
れ
な
い
性
格
を
強
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
。

本
稿
で
は
、
振
電
・
東
北
局
が
表
明
し
た
地
域
利
害
に
着
目
し
つ
つ
、
導
き
出
さ

れ
た
解
を
検
証
す
る
こ
と
を
二
つ
目
の
課
題
に
掲
げ
た
。
そ
の
結
論
は
、
お
お
よ
そ

次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
合
併
阻
止
の
失
敗
と
い
う
意
味
で
、
振

電
と
東
北
局
の
訴
え
た
利
害
が
著
し
く
制
限
さ
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か

し
、
逓
信
省
・
電
気
庁
は
そ
の
強
硬
な
抵
抗
姿
勢
を
前
に
し
て
、
国
家
の
意
志
を
速

や
か
に
貫
く
た
め
に
、
改
正
国
家
総
動
員
法
に
基
づ
く
合
併
命
令
と
い
う
《
伝
家
の

宝
刀
》
を
抜
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
国
家
の
意
志
も
容
易
に
は
貫
徹
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

日
発
へ
の
合
併
を
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
振
電
と
東
北
局
は
、
合
併
後
（
の
日
発

東
北
支
店
）
の
業
務
と
権
限
に
自
ら
の
利
害
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
力
点
を
移
し
た
。

そ
こ
に
こ
そ
、
両
者
の
存
在
意
義
と
も
い
え
る
東
北
振
興
の
行
方
が
懸
か
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
、
日
発
は
、
東
北
振
興
と
い
う
使
命
を
引
き
継
ぎ
、

そ
れ
を
担
保
す
べ
く
東
北
支
店
に
「
広
汎
な
権
限
」
を
付
与
す
る
な
ど
、
一
定
の
譲

歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
歩
幅
は
必
ず
し
も
大
き
く
な
か
っ
た
が
、
こ
の
側
面

か
ら
照
射
す
れ
ば
、
逓
信
省
・
電
気
庁
も
ま
た
自
ら
の
意
見
を
十
全
に
押
し
通
す
こ

と
は
叶
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
付
記
〉

本
稿
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
））「
戦
間
期
・
戦
時
期
日

本
に
お
け
る
企
業
合
併
・
買
収
の
歴
史
研
究
」（
研
究
課
題
番
号
：
二
〇
七
三
〇
二
三
二
、
二

〇
〇
八－

二
〇
一
〇
年
度
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
74
）
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別表　日本発送電と東北振興電力の統合経過
年 月 日 摘要

1940 9 27 電力国策要綱閣議決定

10 1 東北振興電力川越社長、平井出副社長は内閣東北局に来り陳情

 3 東北地方電気事業者の陳情

 11 宇都宮内閣東北局長より富田内閣書記官長に振電措置対策問題を提示説明し了承を得

 15 森電気庁第二部長来局振電の日発統合に賛成方開陳あり

 19 東北局長より森電気庁第二部長に対し振電統合反対の旨を回答す

　  23 東北局長、山田逓信次官に面会し振電統合反対の意見を陳ぶ

　 11 4 東北局長、電気庁長官を訪ひ反対意見を述ぶ

　  29 電気庁より来議会に提案せらるべき法律諸案の提示あり

　 12 4 電気庁山口、巽書記官来局議会提案の法律諸案の説明あり

　   7 東北局長、渡邊書記官宮城県庁において同県電力委員の東北電力問題に関する意見を聴取す

 11 東北局委員会議を開催、田村電気庁長官の説明を聴取した上、東北局案の如く振電存続案で進むことに方針
決定

 17 電気庁長官来局統合賛成を求む

 20 内閣東北局の反対意向を文書とし石川書記官より第二部長に渡す

 20 電気庁長官は内閣書記官長に面会統合につき賛成を求む

 21 逓信当局及び電気事業関係公共団体代表者懇談会に東北局長及び石川書記官出席す

 23 東北局長は内閣書記官長に呼ばれて面談、局の意見につき詳細説明す

 28 逓信次官より書記官長に対し第76議会提出法案につき公文の意見照会あり

1941 1 11 書記官長より前記照会に関し移牒の上東北局長の意見を問はる

　 2 4 前記法案の委員会において釘本議員より振電の将来に関し質問あり

　 3 7 振電措置については電力国策実行の推移によりその時期を謬らざるよう善処方等を研究す

　  12 振電平井出副社長来局、振電、日発統合のやむをえざること及び振電を配電特殊会社の中心リーダーとして
更生案提議あり

　  13 書記官長より局長宛「振電を統合する場合はいかなる措置に出ずべきや」につき研究するよう電話ありたり

　  22 振電処理に関し東北局長より書記官長に中間報告す

　 4 7 六県知事東北局に会合、会社首脳部も出席、振電問題につき協議するも議決せず

　  11 六県知事は調査会のことにつき書記官長及び法制局長官に陳情振電のことにも及ぶ

　  14 振電措置に関し東北局長より書記官長に意見を提示す

　  15 振電副社長来局振電側所見を提示す

　  17 東北局長、田子代議士に会い振電問題に関し懇談し後振電社長に会う

　  28 田子代議士、書記官長を訪ひ振電問題につき懇談す

　 5 3 六県総務部長会合において統合問題を審議す

　  5 社長、副社長来局統合の場合における対策を議す

　  10 東北局にて振電解消に関する措置策を作成し書記官長室にて官長、局長、稲田総務課長、渡邊書記官協議の
上概案にて振興することに決定す

　  10 振電社長とも打合せを了す

　   13 第１次会合、内閣側富田書記官長、稲田総務課長、東北局長、渡邊書記官、逓信省側山田逓信次官、田村電
気庁長官、書記官長官邸に会し、振電処理に関し東北局案を中心として懇談す

　  15 振電同盟実行委員会に局長出席、熊谷会長より振電門谷につきては東北局の処置に一任してこれにより進む
こととする旨開陳ありたり

　  19 東北振興同盟振電問題協議に関し東北局長出席
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　  20 第１次会合により決定したる事実を整理し電気庁との新打合案を作成し渡邊書記官、稲田総務課長に打合せ
了解を得

　  21 東北局長第二案を電気庁長官に提示す

　  30 第二案追加案を提示す

　 6 2 東北局長第二案並び追加案を逓信次官に提示す統合の時期につき留保あり

　  9 電気庁長官来局

　  16 振電処理に関し長官来局電気庁案の提示あり

　  19 第２次会合、電気庁案に対し東北局意見を付し、これを中心として書記官長、稲田総務課長、東北局長、渡
邊書記官、山田逓信次官、田村電気庁長官等書記官長官邸に会し懇談す、統合時期方法等に付議なかなか纏
まらず

　   25 秋田市における六県知事会議に局長出席、振電の措置につき大体内容を話して了解を得たり

　 7 1 第二次会合後の案整理し、東北局長より稲田総務課長と打合せの上田倉第一部長に提示したる所統合時期方
法の問題の分大体意見一致す

　  2 社長来談任意合併は引受けられざる旨協議す

　  9 閣議決定案、覚書案を作成し渡邊書記官、稲田総務課長に打合せす

　  10 書記官長の了解を得たるにより東北局長より田倉第一部長に提示し、大体意見の一致し閣議決定案、覚書案
決定す荒木監理官に連絡す同日参考のため振電川越社長に提示す

　  11 電気庁大野業務課長より日発、振電合併に関する国家総動員法に基づく勅令要綱の提示あり

　  15 事務進行方法につき内閣側と逓信省側との意見なかなか一致せず

　  16 合併に関する勅令要綱電気庁より再提示あり

　  23 統合に関する閣議決定勅令制定手続等進行予定を作成電気庁に提示す

　  23 局長は内務省地方局長に面談振電のことにつき了解を得たり

　  24 次官会議後、書記官長、法制局長官、内務、農林、逓信、厚生各次官、東北局長会合関係次官に振電、日発
統合の方針等を説明す、内務、農林両次官より東北振興に関する強き意見の開陳あり、振電より勅令案要綱
等に関する意見開陳あり

　  28 勅令案要綱に東北局長より追加修正案を提示す、閣議決定案の両大臣決裁了す

　 8 2 総動員審議会において配電統制令要綱ようやく議決さる

　  28 渡邊書記官、司法省に打合せす

　  28 電気庁との打合せの結果、覚書の三条を削除することに決定す

　 9 6 東北局参与、東北局委員の会合を首相官邸に開催し統合等に関する方針を説明す異見なし

　  9 閣議決定同時に情報局発表また逓信大臣談話発表

　  9 会社重役の来局を求め決定内容を全部話し準備進行すべき旨を申入る（日発重役もこの日逓信省に呼ばれた
る由）

　  11 国家総動員審議会において勅令案要綱決定す東北局長、渡邊書記官出席

　  11 逓信大臣、逓信次官提案説明あり

　  20 社長来局振電の最高人事及び日発の東北支店の組織につき打合せす

　  25 合併に関する勅令公布、合併命令下付、合併契約締結に関する認可

　 10 10 振電合併総会

 16 日発合併総会

 16 合併条件認可申請

 22 電力評価審査委員会審議

　  22 合併条件、解散決議認可

資料；「合併経過　第一部」『日本発送電株式会社東北振興電力株式会社合併経過書類　其ノ一』（国立公文書館所蔵）より作成。



― 20 ―

注
（
1
）  
橘
川
（
一
九
九
五
）
第
二
章
、
橘
川
（
二
〇
〇
四
）
第
四
章
。

（
2
）  

電
力
国
家
管
理
の
成
立
過
程
は
電
気
庁
（
一
九
四
二
）、
桜
井
（
一
九
六
四
）、
高
橋

（
一
九
七
二
）、
松
島
（
一
九
七
五
）、
松
島
（
一
九
七
六
ａ
）
な
ど
、
日
発
体
制
の
成
立

後
の
実
態
は
日
本
発
送
電
株
式
会
社
解
散
記
念
事
業
委
員
会
編
（
一
九
五
四
）、
渡
（
一

九
九
六
）
第
五
章
、
第
六
章
、
中
瀬
（
二
〇
〇
五
）
な
ど
を
参
照
。

（
3
）  

橘
川
（
一
九
九
五
）
二
〇
一－
二
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
4
）  

日
本
発
送
電
株
式
会
社
解
散
記
念
事
業
委
員
会
編
（
一
九
五
四
）
一
七
五－

一
七
八

ペ
ー
ジ
。

（
5
）  

岡
田
（
一
九
八
五
）。
ま
た
、
振
電
の
設
立
プ
ロ
セ
ス
を
検
討
し
た
松
島
（
一
九
七
六

ｂ
）
は
、
同
社
を
日
発
の
「
雛
形
」、「
民
有
国
営
型
電
力
国
家
統
制
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
」

に
位
置
づ
け
た
。

（
6
）  

岩
本
（
一
九
九
四
）
一
一
八－

一
一
九
ペ
ー
ジ
。
中
瀬
哲
史
は
、
電
気
委
員
会
の
活

動
と
の
関
連
で
振
電
を
取
り
上
げ
た
が
、
対
象
は
設
立
過
程
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
中

瀬
（
一
九
九
二
））。
ま
た
、
電
力
業
を
直
接
的
な
対
象
に
は
し
て
い
な
い
が
、
東
北
振

興
政
策
に
つ
い
て
は
白
鳥
（
二
〇
〇
〇
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
）  

岡
崎
編
（
一
九
四
二
）
二－

三
ペ
ー
ジ
。

（
8
）  

史
料
の
引
用
に
際
し
て
は
、
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
る
と
と
も
に
適
宜
句
読
点
を

付
し
た
。
な
お
、
傍
点
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
9
）  

内
閣
東
北
振
興
事
務
局
長
「
東
北
興
業
株
式
会
社
・
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
法
案

提
案
理
由
（
法
制
局
長
官
）」
日
付
不
明
（『
第
六
十
九
回
帝
国
議
会
東
北
振
興
電
力
株

式
会
社
法
案
参
考
資
料
・
内
閣
東
北
振
興
事
務
局
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）、『
振
電
参

考
資
料
』
と
略
す
）。

（
10
）  

当
局
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
既
存
の
事
業
者
が
解
決
す
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
と

考
え
て
い
た
（
内
閣
東
北
振
興
事
務
局
「
東
北
振
興
特
殊
会
社
法
案
ニ
関
ス
ル
予
想
質

疑
応
答
集
」
日
付
不
明
『
振
電
参
考
資
料
』）。

（
11
）  

こ
の
補
給
額
は
、
営
業
年
度
毎
で
払
込
株
金
額
の
四
分
、
各
営
業
年
度
の
合
計
で
は

五
五
〇
万
円
を
超
過
し
な
い
こ
と
と
定
め
ら
れ
た
（
前
掲
「
東
北
興
業
株
式
会
社
・
東

北
振
興
電
力
株
式
会
社
法
案
提
案
理
由
」）。

（
12
）  

前
掲
「
東
北
振
興
特
殊
会
社
法
案
ニ
関
ス
ル
予
想
質
疑
応
答
集
」。

（
13
）  

岡
田
知
弘
は
、
東
北
振
興
調
査
会
に
お
い
て
、
当
初
は
馬
場
鍈
一
が
「
電
力
開
発
事

業
や
農
家
の
副
業
的
部
分
も
含
ん
だ
単
独
会
社

4

4

4

4

構
想
」
を
提
案
し
た
も
の
の
、
そ
の
後

「
渋
沢
東
大
教
授
」
の
推
す
「
電
力
卸
売
会
社
構
想
」
が
「
既
定
方
針
」
に
な
っ
た
と
述

べ
て
い
る
（
岡
田
（
一
九
八
五
））。

（
14
）  

以
下
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
前
掲
「
東
北
振
興
特
殊
会
社
法
案
ニ
関
ス
ル
予
想

質
疑
応
答
集
」
を
参
照
し
た
。

（
15
）  

岡
崎
編
（
一
九
四
二
）
一
〇
六－

一
〇
七
ペ
ー
ジ
に
記
載
の
数
値
よ
り
算
出
し
た
。

（
16
）  

東
北
電
力
株
式
会
社
（
一
九
六
〇
）
二
四
七－

二
四
八
ペ
ー
ジ
。

（
17
）  

電
気
庁
（
一
九
四
二
）
一
六
六－

一
六
九
ペ
ー
ジ
。

（
18
）  

電
気
庁
（
一
九
四
二
）
四
三
二－

四
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
19
）  

「
電
力
国
策
要
綱
」
一
九
四
〇
年
九
月
二
七
日
『
美
濃
部
洋
次
文
書
』
一
五
〇
二
（
東

京
大
学
経
済
学
部
図
書
館
所
蔵
）。

（
20
）  

岩
本
（
一
九
九
四
）
一
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
21
）  

清
水
電
気
局
長
は
、
青
森
県
を
例
外
扱
い
に
し
た
理
由
と
し
て
、
同
県
が
本
州
の
北

端
に
位
置
す
る
こ
と
、
将
来
的
な
電
源
開
発
の
予
定
地
は
県
の
南
端
に
位
置
す
る
た
め
、

送
電
線
路
の
統
制
に
支
障
が
な
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
あ
げ
た
（
橘
川
（
一
九
九
五
）

一
九
四－

一
九
五
、
二
二
〇
ペ
ー
ジ
）。
ま
た
、
中
瀬
哲
史
も
、
議
事
録
を
用
い
て
、
電

気
委
員
会
に
お
け
る
逓
信
省
の
見
解
を
紹
介
し
て
い
る
（
中
瀬
（
一
九
九
二
））。

（
22
）  
加
え
て
、
清
水
電
気
局
長
は
、
送
電
線
も
府
県
の
区
画
に
関
係
な
く
「
広
大
な
地
域

に
亘
つ
て
有
機
的
に
連
絡
」
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
従
っ
て
分
割
は
で
き
な
い
と
述

べ
た
（
清
水
順
治
（
逓
信
省
電
気
局
長
）「
電
気
事
業
公
営
に
関
す
る
説
明
要
旨
」
一
九
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三
四
年
二
月
一
九
日
『
電
気
委
員
会
議
事
要
覧　

昭
和
九
年
版
』
電
業
時
代
社
（
国
立

国
会
図
書
館
所
蔵
））。

（
23
）  

電
気
委
員
会
「
電
気
事
業
県
営
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
三
四
年
二
月
一
九
日
『
電
気
委

員
会
議
事
要
覧　

昭
和
九
年
版
』。

（
24
）  

こ
の
点
は
、
た
と
え
ば
、
清
水
電
気
局
長
が
各
地
方
長
官
宛
に
、
府
県
営
電
気
事
業

は
、
統
制
上
望
ま
し
く
な
い
の
で
「
濫
ニ
之
ヲ
容
認
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
旨
ノ
決
議
」
が
電

気
委
員
会
で
な
さ
れ
た
こ
と
を
通
牒
し
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
（
逓
信
省
電
気
局

長
「
公
共
団
体
ノ
電
気
事
業
経
営
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
三
四
年
二
月
一
九
日
『
電
気
委

員
会
議
事
要
覧　

昭
和
九
年
版
』）。

（
25
）  

「
日
本
発
送
電
株
式
会
社
ト
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
ト
ノ
合
併
ニ
関
ス
ル
勅
令
案
要

綱
説
明
（
次
官
）」
一
九
四
一
年
九
月
一
一
日
『
日
本
発
送
電
株
式
会
社
東
北
振
興
電
力

株
式
会
社
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
以
下
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』
と
略
す
。

（
26
）  

「
危
機
に
瀕
す
る
関
西
の
電
力
制
限
」『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
一
九
四
〇
年
二
月
一
日
号
、

「
電
力
飢
饉
と
そ
の
対
策
」『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
一
九
四
〇
年
二
月
一
一
日
号
、「
電
力
飢

饉
の
教
訓
」『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』
一
九
四
〇
年
二
月
二
一
日
号
。

（
27
）  

「
東
北
地
方
電
力
統
制
ニ
関
ス
ル
陳
情
要
旨
」〈
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
〉
一
九
四

〇
年
一
〇
月
一
日
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』。

（
28
）  

こ
れ
ら
の
数
値
は
、
電
気
庁
『
電
気
事
業
調
査
資
料
』
第
一
四
号
（
一
九
四
〇
年
一

二
月
）
よ
り
作
成
し
た
デ
ー
タ
に
基
づ
く
。

（
29
）  

前
掲
「
東
北
地
方
電
力
統
制
ニ
関
ス
ル
陳
情
要
旨
」。

（
30
）  

「
東
北
地
方
ノ
電
力
国
家
管
理
ニ
就
テ
」
一
九
四
〇
年
一
〇
月
『
合
併
経
過
書
類　

其

ノ
一
』。
な
お
、
こ
う
し
た
意
見
は
、
東
北
電
灯
や
奥
羽
電
灯
、
大
日
本
電
力
、
山
形
電

気
等
の
他
の
民
間
電
気
事
業
者
だ
け
で
な
く
、
青
森
県
、
宮
城
県
お
よ
び
仙
台
市
と
い
っ

た
公
営
電
気
事
業
者
に
も
共
通
し
て
い
た
（
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
・
東
北
電
灯
株

式
会
社
・
奥
羽
電
灯
株
式
会
社
・
大
日
本
電
力
株
式
会
社
・
山
形
電
気
株
式
会
社
・
増

田
水
力
電
気
株
式
会
社
・
青
森
県
・
宮
城
県
・
仙
台
市
（
近
衛
文
麿
内
閣
総
理
大
臣
・

村
田
省
蔵
逓
信
大
臣
・
安
井
英
二
内
務
大
臣
・
星
野
直
樹
企
画
院
総
裁
宛
）「
陳
情
書
」

一
九
四
〇
年
一
〇
月
三
日
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』）。

（
31
）  

岡
崎
編
（
一
九
四
二
）
二
七－

五
四
ペ
ー
ジ
。

（
32
）  

振
電
の
設
立
以
前
の
送
電
線
は
、
東
北
各
県
内
の
電
力
系
統
が
二
、
三
の
系
統
に
分

か
れ
て
お
り
、
各
系
統
間
の
連
系
は
山
形
、
宮
城
お
よ
び
福
島
三
県
に
一
部
六
万
Ｖ
送

電
線
が
敷
設
さ
れ
た
他
は
、
各
設
備
が
独
立
し
て
存
在
し
て
い
た
（
前
掲
「
東
北
地
方

ノ
電
力
国
家
管
理
ニ
就
テ
」）。

（
33
）  

前
掲
「
東
北
地
方
電
力
統
制
ニ
関
ス
ル
陳
情
要
旨
」。

（
34
）  

前
掲
「
東
北
地
方
ノ
電
力
国
家
管
理
ニ
就
テ
」。

（
35
）  

し
か
し
、
振
電
は
、
建
設
費
の
高
騰
な
ど
に
よ
り
、
政
府
が
予
定
し
た
一
ｋ
Ｗ
ｈ
当

た
り
の
料
金
一
銭
二
厘
（
常
時
）
を
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
実
際

の
料
金
は
一
九
三
八
年
度
（
契
約
年
度
、
以
下
同
じ
）
一
銭
三
五
厘
、
三
九
年
度
一
銭

五
五
厘
、
四
〇
年
度
一
銭
六
五
厘
と
上
昇
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
料
金

改
定
当
初
は
、
新
規
契
約
分
の
み
に
限
定
し
て
お
り
、
既
契
約
の
料
金
値
上
げ
は
四
〇

年
ま
で
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
（
東
北
電
力
株
式
会
社
（
一
九
六
〇
）
五
九－

六
〇
、
二

五
六－

二
五
七
ペ
ー
ジ
）。

（
36
）  

前
掲
「
東
北
地
方
ノ
電
力
国
家
管
理
ニ
就
テ
」。

（
37
）  

「
業
績
緒
に
着
く
東
北
振
興
電
力
」『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』
一
九
四
〇
年
九
月
一
日
号
。

（
38
）  

政
府
補
助
金
を
除
い
た
場
合
で
も
、
一
九
三
九
年
三
月
期
四
万
九
〇
九
九
円
（
〇
・

一
％
、
Ｒ
Ｏ
Ａ
、
以
下
同
じ
）、
四
〇
年
三
月
期 

五
七
万
一
一
〇
六
円
（
〇
・
七
％
）、

四
一
年
三
月
期 

八
〇
万
一
一
四
九
円
（
〇
・
七
％
）
で
あ
っ
た
（
東
北
振
興
電
力
株
式

会
社
『
営
業
報
告
書
』
各
期
）。

（
39
）  

東
北
局
も
、
振
電
が
「
創
立
以
来
着
々
ト
シ
テ
未
開
発
電
源
ヲ
開
発
シ
料
金
亦
低
廉

ニ
シ
テ
而
モ
資
産
内
容
極
メ
テ
建マ

マ

実
ニ
東
北
振
興
ノ
実
績
ヲ
挙
グ
ル
上
ニ
於
テ
其
ノ
中

核
」
に
位
置
す
る
と
述
べ
た
（
内
閣
東
北
局
「
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
ト
電
力
国
家
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管
理
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
四
一
年
四
月
一
四
日
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』）。

（
40
）  
電
気
庁
『
議
会
説
明
資
料
（
追
補
）』
一
九
三
九
年
一
二
月
。

（
41
）  
前
掲
「
東
北
地
方
電
力
統
制
ニ
関
ス
ル
陳
情
要
旨
」。

（
42
）  

同
史
料
。

（
43
）  

同
史
料
。

（
44
）  

前
掲
「
東
北
地
方
ノ
電
力
国
家
管
理
ニ
就
テ
」。

（
45
）  

こ
の
史
料
に
は
、
①
一
九
四
一
年
四
月
一
五
日
と
い
う
日
付
が
手
書
き
で
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
と
、
②
日
付
が
な
い
も
の
の
二
つ
が
あ
り
、
①
の
見
出
し
は
前
提
条
件
と

具
体
案
（
理
想
案
、
次
善
策
お
よ
び
最
後
案
）、
②
の
そ
れ
は
目
標
、
具
体
策
、
条
件
、

参
考
と
な
っ
て
い
る
。

（
46
）  

た
だ
し
、
出
資
の
時
期
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
統
合
の
時
期
を
先
延
ば
し
に

す
る
と
同
時
に
、
配
電
部
門
の
統
合
を
狙
っ
た
方
便
と
も
解
釈
で
き
よ
う
（「
秘
東
北
地

方
ニ
於
ケ
ル
電
力
機
構
改
革
ニ
関
ス
ル
所
見
」〈
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
〉
一
九
四
一

年
四
月
一
五
日
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』）。

（
47
）  

具
体
的
に
は
「
東
北
振
興
電
力
会
社
ト
東
北
ニ
於
ケ
ル
配
電
会
社
ト
ヲ
統
合
シ
テ
、

新
ニ
東
北
振
興
ノ
使
命
ヲ
有
ス
ル
特
殊
会
社
ヲ
新
設
シ
タ
ル
上
、
全
国
ニ
亘
ル
一
元
的

統
合
ノ
為
必
要
ト
ス
ル
発
送
電
設
備
ヲ
一
括
日
本
発
送
電
会
社
ニ
出
資
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」

と
し
た
（「
極
秘
秘
東
北
地
方
ニ
於
ケ
ル
電
力
機
構
改
革
ニ
関
ス
ル
所
見
」〈
東
北
振
興

電
力
株
式
会
社
〉
日
付
不
明
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』）。

（
48
）  

こ
の
う
ち
東
北
興
業
の
強
化
の
た
め
に
、
資
本
金
を
一
億
円
程
度
増
加
さ
せ
る
こ
と

（
そ
の
う
ち
五
〇
〇
〇
万
円
は
政
府
に
よ
る
引
受
け
）、
東
北
興
業
債
券
の
元
本
と
利
息

の
支
払
い
を
政
府
が
保
証
す
る
こ
と
、
民
間
出
資
の
株
式
に
対
す
る
配
当
（
上
限
年

六
％
）
と
、
社
債
お
よ
び
借
入
金
の
利
息
の
補
給
を
求
め
る
こ
と
、
法
人
税
と
営
業
税

の
免
除
を
求
め
る
こ
と
を
掲
げ
た
（
前
掲
「
極
秘
極
秘
東
北
地
方
ニ
於
ケ
ル
電
力
機
構

改
革
ニ
関
ス
ル
所
見
」）。

（
49
）  

「
秘
振
電
解
消
ニ
就
テ
」〈
内
閣
東
北
局
〉
一
九
四
一
年
五
月
八
日
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』。

（
50
）  

「
合
併
経
過　

第
二
部　

決
定
」『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』。

（
51
）  

前
掲
「
陳
情
書
」。

（
52
）  

「
閣
議
決
定
案
」
内
閣
東
甲
第
二
〇
号
「
東
北
振
興
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
四
一
年
九
月

四
日
の
添
付
資
料
（
内
閣
東
北
局
『
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
日
本
発
送
電
株
式
会
社

合
併
関
係
資
料
』
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
以
下
『
合
併
関
係
資
料
』
と
略
す
）。

（
53
）  

「
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
処
理
ニ
関
ス
ル
打
合
事
項
」〈
内
閣
東
北
局
〉
一
九
四
一

年
五
月
二
十
日
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』。

（
54
）  

「
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
処
理
ニ
関
ス
ル
打
合
事
項
（
電
気
庁
案
）」〈
内
閣
東
北

局
〉
一
九
四
一
年
六
月
一
六
日
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』。

（
55
）  

「
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
処
理
ニ
関
ス
ル
打
合
事
項
（
電
気
庁
案
ニ
対
ス
ル
東
北
局

意
見
）」〈
内
閣
東
北
局
〉
一
九
四
一
年
六
月
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』。

（
56
）  

こ
の
他
、
日
発
へ
の
全
従
業
員
の
引
継
ぎ
（
第
四
項
）
や
東
北
興
業
に
よ
る
配
電
会

社
の
株
式
保
有
（
第
五
項
）
と
い
っ
た
条
項
も
、「
原
則
ト
シ
テ
」
あ
る
い
は
「
可
及
的

近
キ
将
来
」
と
い
っ
た
但
し
書
を
付
し
た
う
え
で
は
あ
る
も
の
の
、
東
北
局
の
主
張
を

受
け
入
れ
た
結
果
と
看
做
せ
る
。
な
お
、
こ
の
覚
書
の
決
定
日
は
一
九
四
一
年
七
月
一

〇
日
で
あ
り
、
交
換
の
二
ヶ
月
近
く
前
で
あ
っ
た
（
内
閣
東
甲
第
二
二
号
「
覚
書
」
一

九
四
一
年
九
月
九
日
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』）。
東
北
局
は
、
従
業
員
の
引
継
ぎ

に
関
し
て
、「
統
合
ニ
当
リ
テ
ハ
振
電
ノ
職
員
其
ノ
他
ハ
全
部
日
発
又
ハ
配
電
社
ニ
採
用

ス
ル
コ
ト
」
と
主
張
し
て
い
た
（
前
掲
「
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
処
理
ニ
関
ス
ル
打

合
事
項
」）。

（
57
）  

言
う
ま
で
も
な
く
、
振
電
と
日
発
は
特
殊
会
社
で
あ
っ
て
純
粋
な
民
間
企
業
で
は
な
い
。

（
58
）  
前
掲
「
日
本
発
送
電
株
式
会
社
ト
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
ト
ノ
合
併
ニ
関
ス
ル
勅

令
案
要
綱
説
明
（
次
官
）」）。

（
59
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
宮
島
（
一
九
八
八
）、
山
崎
（
一
九
九
六
）
な
ど
を
参
照
。

（
60
）  

勅
令
第
八
百
八
十
号
「
日
本
発
送
電
株
式
会
社
ト
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
ト
ノ
合
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併
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
四
一
年
九
月
二
五
日
公
布
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』）。

（
61
）  
こ
う
し
た
利
害
調
整
は
、
振
電
と
日
発
が
特
殊
会
社
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
実
現
し
た

可
能
性
も
あ
り
、
純
粋
な
民
間
企
業
に
当
て
は
ま
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

（
62
）  

電
気
庁
「
日
本
発
送
電
株
式
会
社
ト
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
ト
ノ
合
併
ニ
関
ス
ル

勅
令
案
要
綱
」
一
九
四
一
年
七
月
一
六
日
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』）。

（
63
）  

振
電
は
、
第
五
条
に
「
政
府
ガ
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
ノ
社
債
ノ
元
本
ノ
償
還
及

利
息
ノ
支
払
ニ
付
為
シ
タ
ル
保
証
ハ
当
該
社
債
ガ
合
併
ニ
因
リ
日
本
発
送
電
株
式
会
社

ニ
承
継
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
仍
存
続
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
い
う
条
項
を
設
定
し

た
が
、
こ
れ
も
勅
令
に
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
（「
日
本
発
送
電
株
式
会
社
ト
東
北
振

興
電
力
株
式
会
社
ト
ノ
合
併
ニ
関
ス
ル
勅
令
案
改
正
案
」〈
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
〉

一
九
四
一
年
七
月
二
四
日
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』）。

（
64
）  

前
掲
「
日
本
発
送
電
株
式
会
社
ト
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
ト
ノ
合
併
ニ
関
ス
ル
勅

令
案
要
綱
説
明
（
次
官
）」。

（
65
）  

筆
者
は
、
①
の
合
併
条
件
の
公
正
性
を
検
証
し
た
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
。

（
66
）  

こ
う
し
た
権
限
の
付
与
に
よ
り
、
多
く
の
従
業
員
を
抱
え
る
「
支
店
ニ
燃
へ
上
ル
熱

意
ト
責
任
感
ヲ
持
続
」
さ
せ
ら
れ
る
と
し
た
（
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
「
極
秘
日
本

発
送
電
株
式
会
社
東
北
支
店
業
務
組
織
及
分
掌
事
項
立
案
ノ
趣
意
」
一
九
四
一
年
九
月
、

一－

三
ペ
ー
ジ
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』）。

（
67
）  

同
史
料
、
三
ペ
ー
ジ
。

（
68
）  

同
史
料
、
三－

四
ペ
ー
ジ
。

（
69
）  

こ
の
史
料
に
は
、
他
に
「
給
電
組
織
」、「
建
設
事
務
所
ニ
関
ス
ル
事
項
」、「
新
潟
県

内
電
力
系
統
ノ
所
属
ニ
関
ス
ル
事
項
」
と
い
っ
た
項
目
が
並
ん
で
い
る
（
同
史
料
、
四

－

六
ペ
ー
ジ
）。

（
70
）  

こ
の
史
料
の
作
成
者
は
、
振
電
、
東
北
局
の
い
ず
れ
と
も
判
断
が
つ
か
な
い
（「
日
本

発
送
電
株
式
会
社
東
北
支
店
業
務
組
織
案
ニ
就
テ
」
一
九
四
一
年
一
一
月
二
六
日
『
合

併
経
過
書
類　

其
ノ
一
』）。

（
71
）  

以
下
の
記
述
は
、
電
気
庁
「
東
北
振
興
電
力
株
式
会
社
合
併
ニ
当
リ
同
社
ノ
特
殊
使

命
継
承
ノ
為
採
リ
タ
ル
方
策
」
一
九
四
一
年
一
二
月
一
八
日
『
合
併
経
過
書
類　

其
ノ

一
』、
に
依
る
。

（
72
）  

こ
こ
で
述
べ
た
、
振
興
課
と
東
北
課
は
実
際
に
設
置
さ
れ
、
東
北
支
店
の
「
特
色
」

と
な
っ
た
と
い
う
（
東
北
電
力
株
式
会
社
（
一
九
六
〇
）
四
九
一
ペ
ー
ジ
）。

（
73
）  

送
変
電
工
事
に
つ
い
て
も
、
東
北
支
店
（
送
変
電
課
）
が
総
て
の
設
計
、
工
事
に
当

た
る
と
さ
れ
た
。
東
北
水
力
建
設
事
務
所
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
計
画
課
が
水
力
、
水

利
使
用
の
技
術
等
土
木
工
事
に
関
す
る
一
般
計
画
、
工
事
課
は
土
木
お
よ
び
建
築
工
事

（
建
築
に
関
す
る
設
計
を
含
む
）、
電
気
課
は
電
気
お
よ
び
機
械
工
事
の
設
計
を
分
掌
す

る
と
さ
れ
た
。

（
74
）  

日
発
東
北
支
店
の
活
動
は
資
料
上
の
制
約
か
ら
現
時
点
で
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え

ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
発
に
よ
る
振
電
の
合
併
と
特
別
に
配
慮
さ
れ
た
東
北
支

店
の
業
務
と
権
限
は
、
最
少
可
能
範
囲
の
資
材
を
用
い
た
電
源
開
発
と
発
生
電
力
の
総

合
的
・
計
画
的
供
給
と
い
う
電
力
国
家
管
理
の
狙
い
と
、
東
北
振
興
政
策
の
目
的
を
両

立
で
き
た
の
か
と
い
う
点
、
つ
ま
り
、
電
力
国
家
管
理
と
東
北
振
興
と
い
う
二
つ
の
視

点
か
ら
見
た
こ
の
合
併
の
合
理
性
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
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